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第８回軽米町議会臨時会令和元年度軽米町一般会計補正予算等審査特別委員会  

  

令和 ２年 ３月２６日（木） 

午前１０時２５分  開 会  

 

議 事 日 程 

 議案第 １号 令和元年度軽米町一般会計補正予算（第８号） 

 議案第 ２号 令和元年度軽米町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 ３号 令和元年度軽米町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 ４号 令和元年度軽米町介護保険特別会計補正予算（第５号） 

 議案第 ５号 令和元年度軽米町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）  
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〇出席委員（１１名） 

   １番 上 山   誠 君       ２番 西 舘 徳 松 君 

   ３番 江刺家 静 子 君       ４番 中 村 正 志 君 

   ５番 田 村 せ つ 君       ６番 舘 坂 久 人 君 

   ７番 大 村   税 君       ８番 本 田 秀 一 君 

   ９番 細谷地 多 門 君      １０番 山 本 幸 男 君 

  １１番 茶 屋   隆 君 

 

  議 長 松 浦 満 雄 君（同席）  

 

〇欠席委員（なし） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名  

      町 長      山 本 賢 一 君 

      総 務 課 総 括 課 長      吉 岡   靖 君 

      総 務 課 企 画 担 当 課 長      梅 木 勝 彦 君 

      会計管理者兼税務会計課総括課長      小笠原   亨 君 

      税 務 会 計 課 課 税 担 当 課 長      福 島 貴 浩 君 

      税務会計課就農・会計担当課長      工 藤 祥 子 君 

      町 民 生 活 課 総 括 課 長      川 島 康 夫 君 

      町民生活課総合窓口担当課長      橋 本 邦 子 君 

      町民生活課町民生活担当課長      松 山   篤 君 

      健 康 福 祉 課 総 括 課 長      坂 下 浩 志 君 

      健 康 福 祉 課 福 祉 担 当 課 長      内 城 良 子 君 

      健康福祉課健康づくり担当課長      角 田 貴 浩 君 

      産 業 振 興 課 総 括 課 長      小 林   浩 君 

      産業振興課農政企画担当課長      長 瀬 設 男 君 

      産業振興課農林振興担当課長      日 脇 邦 昭 君 

      産業振興課商工観光担当課長      畑 中 幸 夫 君 

      地 域 整 備 課 総 括 課 長      戸田沢 光 彦 君 

      地域整備課環境整備担当課長      江刺家 雅 弘 君 

      地域整備課上下水道担当課長      中 村 勇 雄 君 

      再生可能エネルギー推進室長      福 田 浩 司 君 

      水 道 事 業 所 長      戸田沢 光 彦 君 

      教 育 委 員 会 教 育 長      菅 波 俊 美 君 
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      教育委員会事務局総括次長      堀 米 豊 樹 君 

      教育委員会事務局教育総務担当次長      工 藤   薫 君 

      教育委員会事務局生涯学習担当次長      大清水 一 敬 君 

      選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長      吉 岡   靖 君 

      農 業 委 員 会 事 務 局 長      小 林   浩 君 

      監 査 委 員 事 務 局 長      小 林 千鶴子 君 

 

〇職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

      議 会 事 務 局 長      小 林 千鶴子 君 

      議 会 事 務 局 主 事 補      小野家 佳 祐 君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開会及び開議の宣告 

〇委員長（田村せつ君） それでは、令和元年度軽米町一般会計補正予算等審査特別委員

会を開会いたします。 

（午前１０時２５分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇委員長（田村せつ君） 開会に先立ちまして、次のことをお願いいたします。 

    携帯電話は電源を切るか、マナーモードにするようお願いいたします。 

    委員は、発言しようとするときは、委員長の発言許可を得て、指名された後に発

言お願いします。 

    執行者側にお願いします。説明、答弁をされる方は、挙手の上、こちらから指名

された後に説明等をお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎発言の申出 

〇委員長（田村せつ君）  それから、議案審議に入る前に、町長より発言の申出がありま

したので、発言を許します。 

    町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君） 皆さん、おはようございます。 

    新型コロナウイルス感染症に対する町の対応について説明をさせていただきます。

皆さんのお手元に本日のデーリー東北、それから東奥日報等コピーをお配りしてお

りますが、町におきましては、３月２４日の八戸市における感染症確認の報道を受

け、同日午後２時に軽米町新型コロナウイルス感染症対策本部を設置したところで

あります。 

    町といたしましても、二戸保健所等を通した情報収集に努めておりますが、現在

のところ新聞報道等以上の情報は持ち合わせていないところであるものの、実質的

な日常的な経済圏域となっている地域での感染確認であり、県内発生地と同等の対

応が必要と判断し、対策本部を設置したものであります。 

    発症者は、外国へのツアー参加者に限られておりますが、帰国後、公共交通機関

や独自に医療機関を利用したとの報道もあり、今後の感染症拡大も十分にあり得る

と考えております。八戸市内あるいは周辺地域に通勤される町民の方も多く、医療

や購買活動など、日常的に欠かせない圏域であり、現段階で一時的な行動制限をお

願いすることは難しいと思いますが、通勤圏内となっている皆様には、マスクの使

用や手洗いの励行など、これまで以上の予防対策を呼びかけるとともに、町民の皆

様には感染地域への不要不急の外出を控え、町内における感染症拡大の抑制に努め

ていただくよう、かるまいテレビ等を通して呼びかけていくこととしております。 
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    以上、説明とさせていただきます。 

〇委員長（田村せつ君） ただいまのことにつきまして皆さんから何かございませんか。 

    中村委員。 

〇４番（中村正志君）  質問ですけれども、このことで今日の放送でもありましたけれど

も、傍聴するときは、マスクを着用してきて、今後そういうふうなことがあるかと

思うのですけれども、私もマスクを前にはしたりしているのですが、最近はしてい

ないのは、マスクがなくなってしまいまして、軽米の店屋でもマスクがないという

ふうなことですけれども、そういう状況の中で、それを皆さんに要請していくとい

うことで、町としてマスクを持っているのかどうか、その辺。多分町民の人たちは

みんなそういう状況ではないのかなと思うのですけれども、その辺、どのように対

処すればいいのかなと思っていました。 

〇委員長（田村せつ君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君）  これまで庁舎内と申しますか、役場内でのストックは、ほとんど

は、ふだん使う分しかない状況でありました。そういうことで、昨日私も町村会に

行きまして、町村会の中で山田町さんから１万枚、それから田野畑村さんから１万

枚寄附していただいております。そういう状況の中で、軽米町、今回対策本部を立

ち上げたということで３，０００枚、そのうちから持ってきてございます。これは、

各庁舎内、窓口あるいは学校等、そこら辺の配分は考えてまいりたいと思いますが、

なお一層これから県、国等への要望しながら、それらの充実に図ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 

    江刺家静子委員。 

〇３番（江刺家静子君）  昨日私の友人から電話がありましたけれども、マスク、今中村

委員さんが言った、マスクは大丈夫でしょうか。また、消毒液とか、マスクも消毒

液もお店屋さんに行っても売っていないので、そのことについて聞きたいというこ

とと、彼女が言うには、今布製のマスクを作るというのがネットでも出回っていま

すけれども、もし必要であれば、自分たちで作り方のキットをやったりして協力を

したいということでした。そのことをお伝えしておきます。 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんですか。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  今朝の新聞で６人と報道されましたが、この人たちは、今どん

な状態というか、病院、自宅、何だかセンターとか、情報が分かれば。 

〇委員長（田村せつ君） 町長、山本賢一君。 
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〇町長（山本賢一君）  先ほどご説明申し上げましたとおり、今のところ新聞に書かれて

いる以上の情報は、こちらではちょっと持ち合わせておりませんので、なお関係当

局等情報収集に努めながら、情報収集してまいりたいと思います。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。あと。 

    舘坂委員。 

〇６番（舘坂久人君）  新聞とかは、そういう報道関係を見れば、青森県でも春祭りのイ

ベントとか、ほとんどの何か、この軽米周辺の自治体の春祭りが中止になっている

ような状況のようですが、軽米でもチューリップまつりが、あと１か月あれば始ま

るわけですが、この対応についてはどのように考えておられるのかお聞きしたいと

思います。 

〇委員長（田村せつ君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君）  非常に今のところ、その課題が一番の課題でございまして、私も

かるまいテレビでは、２４日から２週間、４月６日ごろまで、そこまで不要不急の

外出等控えていただくように町民には訴えてまいりたいと思いますが、大体そこら

辺になれば、今回のコロナに感染されて、帰ってきてから様々な行動をしておるよ

うでございますので、その２次感染、３次感染の状況が明白になってくるのかなと

いうふうに思っております。それを捉えながら４月７日と申しますか、それを過ぎ

たあたりで最終判断をしてまいりたいというふうに思っております。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君）  ないようでしたので、改めまして、ただいまから令和元年度軽

米町一般会計補正予算等審査特別委員会を開会いたします。 

    ただいまの出席委員は１１人であります。定足数に達しておりますので、会議は

成立しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇委員長（田村せつ君）  本特別委員会に付託されました議案は、議案第１号 令和元年

度軽米町一般会計補正予算（第８号）から議案第５号 令和元年度軽米町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）までの５件です。 

    議案の審議の進め方についてお諮りします。議案第１号から議案第５号まで、議

案１件ごとに審議し、審議終了後に全体的な総括質疑を行い、執行者側の退席を求

め、退席後に討論、採決することにしたいと思います。このような進め方でよろし

いでしょうか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 



- 7 - 

〇委員長（田村せつ君） 異議なしと認めます。 

    それでは、執行者側にお願いします。議案説明は、簡潔、明瞭に分かりやすくお

願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１号の審査 

〇委員長（田村せつ君） それでは、議案第１号 令和元年度軽米町一般会計補正予算（第

８号）を議題とします。 

    議案第１号は、一般会計補正予算でありますので、これまでの特別委員会に倣い、

歳入は全般で、歳出については款ごとに進めたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 異議なしと認めます。 

    それでは、議案第１号、歳入について当局の説明を求めます。 

    総務課総括課長、吉岡靖君。 

〇総務課総括課長（吉岡  靖君） 説明の仕方でございますけれども、歳入につきまして

は、私のほうから全般を説明させていただき、質問に対しましては、それぞれの担

当の課長から。あと歳出につきましては、それぞれの担当のところを説明させてい

ただくという形でお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

    歳入でございますけれども、まず１０ページをお開きいただきたいと思います。

１款は、町税でございます。御覧のとおり、町税の増等により、町民税においては

法人税が６６０万円の増、固定資産税につきましては３，４６２万円の増、軽自動

車税につきましては、軽自動車税と、あと環境性能割の増減はございますが、全体

で９５万２，０００円の増となってございます。市町村たばこ税につきましても５

４８万９，０００円の増となり、町税全体では４，７７２万１，０００円の増とな

ってございます。 

    続きまして、１１ページ、２款の地方譲与税、６款地方消費税交付金につきまし

ては、交付額の決定に従い、それぞれ減額をするものでございます。 

    １０款の地方特例交付金、２項子ども・子育て支援臨時交付金につきましては、

保育料の無償化に対して、国からの交付を入れるものでございます。これにつきま

しては、これまでの予算科目はございませんでしたので、交付決定額どおり１，７

６２万２，０００円を今回新規計上させていただくものでございます。 

    １３款分担金及び負担金でございますが、１目の民生費負担金につきましては３

６７万２，０００円の増。これにつきましては、一部減額となるところもあります

けれども、２節の児童福祉費負担金、保育園副食費として１７６万円を計上してお

ります。これにつきましては、副食費については無償化の対象外とされていること
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から今回副食分については補正で計上させていただいたものであります。子ども・

子育て教育・保育給付費につきましては、広域利用者の増により２６０万５，００

０円を増額計上しております。 

    １２ページをお願いします。１５款国庫支出金、１項の国庫負担金につきまして

は、交付、事業費の確定によりまして１１３万９，０００円を減額計上しておりま

す。２項の国庫補助金につきましても、事業費の確定による減額が主な内容となっ

てございますが、７目の農林水産事業費国庫補助金、これにつきましては３，７１

５万９，０００円を新規計上しております。地方創生拠点整備交付金でありまして、

ミル・みるハウスの改修について３月１１日に採択の内示を受けたことから、今回

補正させていただくものでございます。併せて３目に戻りますけれども、衛生費国

庫補助金につきましては、感染症予防事業費等国庫負担金として７３万円を計上し、

国庫補助金としては合わせて１，６７６万１，０００円の減となってございます。 

    １３ページをお開き願います。１６款県支出金につきましては、次のページにも

またがりますけれども、事業費の確定による交付決定等による減額でございます。 

    １４ページの県支出金の委託金、総務費の委託金でございますが１，２３４万４，

０００円の減となっておりますが、これにつきましては、参議院議員通常選挙、知

事及び県議会議員選挙執行の事業費の確定により１，２３４万４，０００円を減額

するものでございます。 

    １８款寄附金につきましては、５５０万円の増額を計上しております。１節のふ

るさと支援寄附金、これにつきましては、個人の、いわゆるふるさと納税でござい

ますが４５０万円を増額させていただき、まち・ひと・しごと創生寄附金、いわゆ

る企業版ふるさと納税につきましては１００万円の増額を計上しております。個人

のふるさと納税分につきましては、当初２，０００万円ほどを見込んでおりました

が、それを上回る、今現在もう上回っていることから４５０万円ほどの増額をお願

いするものです。企業版ふるさと納税につきましても１００万円の増額の申出をい

ただき、その分増額計上しております。 

    次に、１９款繰入金につきましては、財政調整基金繰入金としまして、今回の歳

入歳出の増減の差額分を考慮し１億４，２６５万７，０００円を減額しようとする

ものでございます。 

    続きまして、１５ページの２１款諸収入でありますけれども、町税の延滞金とし

て１３０万円を増額計上しております。あと４項の雑入でございますが、被災地へ

の職員派遣により６００万円弱増額になっておりますが、二戸地区広域行政事務組

合の地域支援事業費交付金１，１４２万円の減等により、全体では１，０２２万８，

０００円の減としているものでございます。 

    ２２款町債でございます。この町債につきましても、全体事業費の確定により、
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減額をするものでございますが、２目の民生債については２９０万円ほどを増額計

上させていただいております。これにつきましては、過疎対策事業債のうちソフト

事業分を一部に充当しているわけでございますけれども、そのソフト事業分の中に

借入額を減額できるものがあったため、全体借入額は変えないということで一部超

過分をこの民生債のほうで借り入れをするものでございます。１６ページでござい

ますが、８目の農林水産業債３，７２０万円を新規に計上しております。これにつ

きましては、ミル・みるハウス改修事業のうち、補助金のほかの財源としてこの起

債を、借り入れをするものでございます。 

    歳入については、以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 歳入の説明が終わりました。 

    これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

    中村委員。 

〇４番（中村正志君）  歳出との関係もあるのですけれども、一応取りあえずここでは歳

入の予算の計上の仕方というか、そこの考え方をちょっとお伺いしたい。 

    というのは、この中で土木の関係の国庫補助金、社会資本整備総合交付金が国の

ほうで４，６００万円余り減額になっている。当初での歳入が１億２，０００万円

ぐらいの予定だったのですけれども、国の部分は、３分の１という金額が減額でな

るという、さっき別なのでは、申請していたのが採択の内示があったから、今予算

計上しましたというふうな、普通であれば、そういう段取りを経て予算計上してい

くものだなというふうに思っていたわけですけれども、金額的に非常に高い、３分

の１も減額するということは、そういう歳入を予算計上するときの考え方がちょっ

と、そういう内示があったにもかかわらずこれだけ減ったのなのか、その辺の計上

の仕方の考え方をちょっとお伺いしたいのですけれども。 

〇委員長（田村せつ君） 総務課総括課長、吉岡靖君。 

〇総務課総括課長（吉岡  靖君） まず、今回のミル・みるハウスの改修に係る補助金で

ございますが、これは国の令和元年度の補正予算において予算措置されたものでご

ざいます。それが今年の国会で議決を得たのが１月３０日、それから本格的な手続

等に着手をするというふうなことで、当然その途中の３月補正とかは、幾らの補助

金をもらえるかというのは、事業採択いただけるのか分からないので、補正はでき

なかったというふうなことでございます。 

    一方、社会資本総合整備交付金等につきましては、通年で事業を、通年で実施、

通年というか、複数年で利用できる制度でございますし、国の予算、予算要求の段

階あるいは新年度の閣議決定等を踏まえれば、あらかじめその見込みができるとい

うふうなことで、この社会資本総合整備交付金の補助金の計上額というのは、国へ

の、当町への要望額をそのまま掲載している。ただ、実際に国から交付決定を受け
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たのがかなり抑えられた金額になっていた。加えて今回の減額につきましては、入

札をやって、その事業費が確定したことにより、その補助対象分を再算定した結果、

計上の額を減額するという内容でございます。 

    そういうふうなことで、途中から入ってくる補助事業と、通常、一般的に行われ

る事業の差ということで、この予算書への計上の仕方は若干違うということでご理

解いただきたいと思います。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。あとございませんか。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  予算書の見方だけれども、ミル・みるハウスの関係は、歳出で

は工事費と設計と合わせれば、大体９，０００万円、９，０００万円を超えた数字、

歳入、今の説明を聞けば、補助金の関係で３，７００万円、起債が同額の３，７０

０万円、それから計算すれば７，４００万円ぐらい。そうすれば、大体千何ぼの差

があるというような感じ、それは一般会計で、一般財源で九千何ぼでというのに理

解すればいいのかな、ちょっと説明してください。 

〇委員長（田村せつ君） 総務課総括課長、吉岡靖君。 

〇総務課総括課長（吉岡  靖君） すみません。歳出のページになりますけれども、２２

ページを御覧いただければと思います。１５目ミレットパーク等管理運営費、補正

前の額が１，９８４万２，０００円。今回が８，９０１万１，０００円の計上をさ

せていただいております。それで、その右側、計を挟んで右側に補正額の財源内訳

とございます。そこに、見ていただければ、国、県支出金が３，７１５万９，００

０円、地方債が３，７２０万円、一般財源として１，４６５万２，０００円を見込

んでいるというふうなことでご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。あとありませんか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君） １１ページの分担金及び負担金の児童福祉費負担金、保育園副

食費ですけれども、これまでは保育料という中に食費も入っていたわけだけれども、

国で消費税の関係で保育料、交付金が来たわけですけれども、それで副食費が除か

れますということで、保育園の園児の保護者が納めるのだと思うのですが、軽米保

育園、小軽米保育園、晴山保育園と納入義務者というか、何人だか分かりますか。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課総括課長、坂下浩志君。 

〇健康福祉課総括課長（坂下浩志君）  その納入義務者については、今ちょっと手元に資

料がないので、何人ということは、ちょっとすみません、今は答えられないので、

後でお答えしたいと思います。 

〇委員長（田村せつ君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  この副食費が１１２万円、２１万円、４３万円と、３つの園を
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足して１７６万円なのですけれども、２人目から保育料無料にしますとかとやって

いたので、あと１７６万円負担すれば、みんな全員無料化になるという理屈でしょ

うか。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課総括課長、坂下浩志君。 

〇健康福祉課総括課長（坂下浩志君）  今回の調定増というのは、半年分の調定というこ

とになるので、倍にすれば、全額無償と、そこまで単純ではないかもしれませんけ

れども、言い換えれば、そういう２倍にすれば、無償化ができる予算ということで

ございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 

    健康福祉課総括課長、坂下浩志君。 

〇健康福祉課総括課長（坂下浩志君）  すみません。先ほど言ったのは、３歳児以上児の

話になりますので、食費を無料化ということになると、３歳未満児のところの保育

料に含まれている副食費についても無償とすることになるので、ちょっと一概にこ

の倍ということではなくて、もうちょっと予算的には必要になるということになる

と思います。 

    以上、訂正させていただきます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あと質疑ありませんか。 

    舘坂委員。 

〇６番（舘坂久人君）  参考までに仕組みというか、お聞きしたいと思いますが、６ペー

ジの地方債の補正のことなのですが、利率が３％以内と書いているわけですが、実

質は大体どのぐらいなのですか、内容。 

〇委員長（田村せつ君） 総務課総括課長、吉岡靖君。 

〇総務課総括課長（吉岡  靖君） この利率の設定の仕方でございますが、まず現在の利

率、ご承知のとおり、非常に低くなっておりまして、０点数パーセント、借入れの

期間によってちょっと設定が違うのですけれども、０点何パーセントでございます

が、それでなぜこの３％を見ているのかといったときに、経済の急変等があって、

利率が上がった場合、議会のまた議決をいただいて、その時点での利率に設定をし

なければ借入れの手続ができないことになってございます。そういうことでござい

まして、当方では、この限度額という考え方では高めに設定をさせていただいて…

… 

             〔「変動金利なわけだ」と言う者あり〕 
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〇総務課総括課長（吉岡 靖君） 変動金利ではない、そうですね、率、２０年とか長い

期間の償還となる場合は、１０年の利率見直しをやったほうが現在安い、固定より

安い金額で借入れすることができますので、そういった場合に、長期の、要は利率

変動というのは、なかなか細かく推計することができませんので、そういった形で

高めに見積もっているというふうなことでご理解をいただければと思います。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「はい、いいです」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  税の関係ですが、入ってくる、増額については、まず全く異議

はありませんが、中身についてもう少し詳しく説明願います。町民税と固定資産税。 

〇委員長（田村せつ君） 税務会計課総括課長、小笠原亨君。 

〇会計管理者兼税務会計課総括課長（小笠原  亨君） それでは、山本委員のご質問にお

答えします。 

    町民税に関しましては、法人町民税ですけれども、この法人町民税には課税区分

が均等割と法人税割があります。均等割は、資本金や従業員数の規模で税額が決定

しております。法人税割につきましては、国税として納付した額の９．７％が市町

村税、市町村法人税とあるものですので、あくまでも事業者が国の国税に対して申

告納税し、そして町に申告納税をした額の積み上げでこういう額に決定したもので

ございます。 

    あと、固定資産税につきましては、主な増額の要因は、大規模償却資産分でござ

いますけれども、これは東北電力さん、あとは東日本電信電話さん、東北インテリ

ジェント通信さん、ＫＤＤＩさんの４社が当初の課税を総務大臣の配分によって決

められるものでございますので、それが４月に入ってから確定して、町のほうに納

入になりますので、それでその分が増額計上させていただいております。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。あとございませんか。 

    江刺家委員。 

             〔「先に答えてもらいますか」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） それでは、健康福祉課総括課長、坂下浩志君。 

〇健康福祉課総括課長（坂下浩志君） 先ほどの江刺家委員さんから質問のありました保

育園の副食費の納入分、保護者の人数ですけれども、軽米保育園は４３名、小軽米

保育園は９名、晴山保育園は１７名となっております。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。再度質問。 

             〔「別な」と言う者あり〕 
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〇委員長（田村せつ君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  １５ページの雑入ですけれども、生活支援体制整備事業、当初

予算だと１，１３７万３，０００円、それが７５８万円を減額ということで、次の

認知症総合支援事業、当初は１，１４３万７，０００円なのですが、３８４万円の

減額ということで、これは事業の内容が大幅に変わったということでしょうか。そ

れとも、やろうと思ったことができなかったということでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課総括課長、坂下浩志君。 

〇健康福祉課総括課長（坂下浩志君）  それでは、ただいまのご質問にお答えしたいと思

います。 

    歳出予算のほうをちょっと見ていただきたいのですけれども、１９ページの老人

福祉費のところなのですけれども、ここで報酬として生活支援体制整備事業嘱託職

員報酬を６５７万３，０００円減らしておりますし、認知症総合支援事業嘱託職員

の報酬として２４１万６，０００円等を減額しておりますが、生活支援体制整備事

業と認知症の事業についても、嘱託職員等を採用して事業に当たる予定としておっ

たのですけれども、職員について採用できなかったことから、その人件費分等を落

としたことによって、それに当たる収入の分も減額させていただいたということで

あります。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  ちょっと今金額的なことだけ聞いたのですが、職員を採用でき

なかったので、その人件費分を削減しようということですね。これは、どういう、

どういうと何ですけれども、仕事の内容はどういうのを募集。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課福祉担当課長、内城良子君。 

〇健康福祉課福祉担当課長（内城良子君） それでは、お答えいたします。 

    採用できなかったというところについては訂正をさせていただきたいと思います。

生活支援コーディネーター２名配置しまして、保健師２人となっております。保健

師は、再任用職員が１名と、あとボランティアで対応したいと申し出がありました

保健師１名ということで、まず報酬が減となっているというところで訂正させてい

ただきたいと思います。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「まだあります」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） それでは、続けてどうぞ。 

〇健康福祉課福祉担当課長（内城良子君）  事業の内容についてでございますが、まず地

域で支え合っていく取組についてを地域に広めていくコーディネーターの役割とい
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うところになってございます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  そうすると、当初歳入で見たときの仕事の内容は、まずボラン

ティアとか、そういう保健師さんが代わってやったということで、仕事の内容はや

られたということですか。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課福祉担当課長、内城良子君。 

〇健康福祉課福祉担当課長（内城良子君）  仕事については、対応いただいております。

あと追加で説明させていただきますと、ボランティアでまず保健師で対応してくだ

さった方につきましては、事業のときだけの対応というところと、あと養成研修や、

その他事業に係る研修会への旅費等につきましては、支払って対応していただいて

おります。 

    あとすみません。先ほどちょっと認知症の総合支援事業のほうについてちょっと

説明不足があったので、申し付けさせていただきますと、３名募集しておりました

けれども、２名だけの応募で対応したというところで１名の報酬が減となっている

ところでございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 質疑なしと認めます。 

    次に、歳出に移ります。１７ページ、２款総務費について説明を求めます。説明

者は、１項から５項までお願いいたします。 

    総務課総括課長、吉岡靖君。 

〇総務課総括課長（吉岡 靖君） それでは、私のほうから１項の総務管理費のうち１目、

２目について説明させていただきたいと思います。ページは１７ページになります。

一般管理費につきましては４５４万２，０００円の減額となってございます。給料、

職員手当等の減、あと旅費等の事業実施に基づく不要減となってございますが、８

節の報償費、あと１３節の委託料、あと２５節の積立金につきましては、先ほど歳

入のほうでご説明申し上げましたが、ふるさと納税の寄附金が当初の見込みを上回

ったことから、その関係する経費として増額をお願いするものでございます。 

    ２目の文書広報費につきましては、いずれも事業確定により不要減となってござ

います。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課総合窓口担当課長、橋本邦子君。 
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〇町民生活課総合窓口担当課長（橋本邦子君） ５目の説明を申し上げます。５目のほう

ですけれども、賃金について不用額を１４２万３，０００円を計上させていただき

ました。 

〇委員長（田村せつ君） 企画担当課長、梅木勝彦君。 

〇総務課企画担当課長（梅木勝彦君） それでは、総務費の企画費、１目の企画費につい

てご説明させていただきます。１８ページを御覧になっていただきたいと思います。

報酬でございますが、地域おこし協力隊隊員報酬ということで１２８万８，０００

円の減額となってございます。こちらは、事業費の確定ということで減額となりま

すが、地域おこし協力隊の方につきましては、４月から赴任をいただくということ

で減額とするものでございます。 

    それから、１９節の負担金、補助及び交付金でございますが、当初１，１５０万

円お願いしておりましたが、１１０万円の減額ということで、こちらは事業費の確

定による減額となってございます。ちなみに地域活動支援事業交付金につきまして

は、５６件の申請がございまして、事業実施をしていただいているというふうな内

容となってございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 再生可能エネルギー推進室長、福田浩司君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君）  それでは、同じく１８ページ、２項企画

費の４目再エネ推進費についてご説明します。 

    こちらも２２８万２，０００円の減額となっております。１３節委託料となって

おります。こちらは、再生可能エネルギー発電事業推進専門員の派遣業務の委託料

の減額でございます。こちらは、いろいろな設備整備計画の立地開発関係の書類の

審査、調査、こちらを専門員の方に委託しておるわけですけれども、日数が当初主

に減ったところは、高家等は４５日とか、予算見込んでおりましたけれども、これ

は９日余りで審査の日数が少なくて済んだと、いろいろな事前業務等スムーズに済

ませて日数が減ったということで、その分の減額となっております。 

    以上、説明とさせていただきます。 

〇委員長（田村せつ君） 税務会計課総括課長、小笠原亨君。 

〇会計管理者兼税務会計課総括課長（小笠原  亨君） それでは、３項徴税費について説

明させていただきます。 

    ２目賦課徴収費でございますけれども、補正前の額が２，９７９万円に対しまし

て９３万６，０００円の減で、２，８８５万４，０００円で計上させていただいて

おります。内容ですけれども、１３節委託料ですけれども、土地情報総合システム

保守、異動修正等業務委託料でございますが、前年度、平成３０年度に異動のあっ

た土地の所有者の情報を更新する、システムを更新するという業務を委託しており
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まして、筆数等実績が確定したもので減額したものでございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 選挙管理委員会事務局長、吉岡靖君。 

〇選挙管理委員会事務局長（吉岡 靖君） それでは、１８ページ、１９ページにまたが

っております２款総務費の５項選挙費について説明させていただきます。 

    先ほど歳入のところでもご説明申し上げましたとおり、時間外勤務手当等、支出

実績に基づいての不要減となってございます。参議院選挙費については３０２万６，

０００円を減額し、知事及び県議会議員選挙費につきましては６６５万８，０００

円を減額、合わせて９６８万４，０００円を減額しようとするものでございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君）  ２款の説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君） 選挙費のところなのですけれども、これは何か当初予算の取り

方というか、１，５００万円に対して３００万円の減と、それから知事選挙費のほ

うが１，６９１万円に対して６６５万８，０００円の減、何か見積もりがあまり、

少し大雑把、そういうことではないでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 選挙管理委員会事務局長、吉岡靖君。 

〇選挙管理委員会事務局長（吉岡 靖君） これにつきましては、大きいところは、御覧

のとおり、職員手当等、時間外勤務手当のところでございます。知事及び県議会選

挙については３０４万７，０００円の要は減額となっておりますが、実質的に知事

選挙のところしか軽米の場合は行われなかったというふうなことで、見込みより時

間が早まっているというふうなことでございますし、予算の確保の場合には、そう

いった参議院選挙なんかも非常に今開票の事務が複雑でございまして、要は、個人

の得票が政党の票になったり、非常に複雑になってございます。なかなか確実にこ

の時間内で終わるというふうな見込みは立てにくい状況からちょっと幅を持たせた

形で予算計上せざるを得ないということをご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あと質疑ございませんか。 

    中村委員。 

〇４番（中村正志君）  再生可能エネルギー関係で、毎回この再生可能エネルギー関係の

専門員の委託料は、毎回何百万円という金額が不要減で出ているなという印象を持

っています。これは５年前から多分スタートしたと。その５年前には私たちも議員

になりたてのときに、すぐに何かそれに精通した人を嘱託で呼びたいというふうな
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話があったり、その方を断念したというふうなこともあったりして、結局は、業者

の委託というふうな形で５年間継続してきているようですけれども、ここも結構大

きな金額を要しているなというふうに感じるわけです。 

    私、その間に職員を養成する必要があるのではないかというふうなことを常々話

はさせていただきました。もう５年間も経過して、同じ職員がずっと継続している

ような場合もないわけではないようですけれども、この専門員の方と一緒に仕事を

しながら現職員も成長してきているのかなという、その辺の状況が、ただ単なるも

う業者任せだよというふうな形でやっていてよかったのかなと。例えば林地開発、

大規模だから、こういう自分たちではできないよというふうな話はされていますけ

れども、大なり、小なり、小なりの部分は職員が多分やっているのではないかなと

いう、何らかの形で林地開発というのはあるようですから。 

    そういうふうな役場全体の仕事、業務として考えた場合、これだけ、逆に言えば

きっかけとして職員を養成するいい機会だったのではないかなというふうに、今さ

ら言ってもちょっとあれですけれども、何かそういうふうなことでちょっといまい

ちちょっと納得しかねるような部分がないわけではないのですけれども、この専門

員、多分高家の部分なのかなという気はしていますけれども、これが来年、再来年

まで、いつまで続くのだか、その経費としても相当な経費がかかっていた、やはり

その辺の職員の対応というふうなのがどのようになされてきたのか。現時点で職員

が幾らかでも技術を身につけてきていたのかどうか、その辺も併せてちょっとお伺

いしたいのですけれども。 

〇委員長（田村せつ君） 再生可能エネルギー推進室長、福田浩司君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君）  それでは、ただいまのご質問にお答えし

ます。 

    町の設備整備計画の林地開発に係る部分につきましては、町の職員のほうでもい

ろいろ面積等のチェックがありますので、そちらのほうに実は我々も勉強しながら

チェックしておりますけれども、なお専門的な分野がございますので、防災、洪水

調整池とか、その他専門的な分野もございますので、そちらにつきましては、我々

も勉強していますけれども、なかなか細かいところまで及ばないものですから、専

門員を委託しているものでございます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君）  今の答弁を聞きますと、職員も一緒に勉強をしているという、で

あれば５年間やってきている中では、もしかすれば専門員の業者委託の部分が軽減

されてきているというふうな部分もあるのかどうか、ちょっと確認したいのですけ

れども。というのは、ある程度こうやってきていれば、職員もある程度段取りが何
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ぼか分かりつつあれば、そこの部分は職員が、役場でやりますから、もっと専門的

な部分だけをでは専門員のほうにお願いしますとかと、こうなれば、業務委託の予

算も変わってくるのかなというふうにちょっと感じたものですから、その辺を含め

てお願いしたいと思います。 

〇委員長（田村せつ君） 再生可能エネルギー推進室長、福田浩司君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君）  先ほどもお話ししましたけれども、面積

的なもの、設備整備計画の面積的なものについては、我々もチェックしまして、さ

らに専門員の方にその他、洪水調整池など、専門的なものについては、さらに詳細

チェックしていただくということで、二段階というわけではないのですけれども、

我々も事前に全体的なものについては目を通して、勉強しながらチェックして、チ

ェックを二重にするといいますか、そういった体制で臨んでいるところでございま

す。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君） 最後に、それでは確認で、５年間の中で、その委託料というのは、

軽減されてきたのかどうか。全く同じでずっと進んできているのかどうかをちょっ

と教えてください。 

〇委員長（田村せつ君） 再生可能エネルギー推進室長、福田浩司君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君）  単価につきましては、毎年見積もりを取

って委託しているところです。あと、業者への委託につきましては、県との事前の

協議といいますか、そういったのもありますので、そういった事前協議等なるべく

スムーズに済ませて、その日数を減らすという努力は努めてきております。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「いいです」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  日数で委託しているのですか。金額は、中村委員さんがずっと

５年間同じぐらいだったのですかという質問がありました。それで、これは派遣業

務委託料というのですけれども、どういうところに派遣、ずっと同じ業者さんのと

ころに、個人、個人ではない、派遣だから会社ですか。 

〇委員長（田村せつ君） 再生可能エネルギー推進室長、福田浩司君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君） お答えします。 

    こちらの業務につきましては、１日幾らということで業者のほう、設計会社とい

いますか、そういった業者のほうから見積もりを徴しまして、一番安い業者にお願

いしております。本年度につきましては、１日当たり４万円、消費税つきますから
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４万３，２００円ですけれども、その日数で、あとは調査をお願いしている日数で

掛けて委託しているところでございます。 

〇委員長（田村せつ君） 茶屋委員。 

〇１１番（茶屋 隆君） 関連してですけれども、委託して、５年前からというようなの

が委員からも指摘がありましたけれども、５年前からですが、当時は、やっぱり大

規模だったから必要でそうやってきたと思うのですけれども、再生可能エネルギー

推進室ができてから５年目ということは、職員のほかにも再任用ということでやっ

て、大変だからということでやってきたと思いますけれども、そうすればもうこれ

からは規模的にも少なくなっていきますし、そういった部分でもう一回再任用なの

か、それとも臨時的にやるのか、職員の方ですけれども、ここら辺、何か会計年度

任用職員の募集をやったときに、何か再生可能エネルギー推進室で採用募集してい

ましたけれども、あれはどういうふうな形でやっていかれるのか。 

〇委員長（田村せつ君） 再生可能エネルギー推進室長、福田浩司君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君） この予算書に出ております再生可能エネ

ルギー発電事業の専門員の派遣業務は、役場の職員ではなくて、業者のほうにお願

いしているものでございます。 

    今回募集した会計年度の職員は、事務の、専門員という形にはなりますけれども、

事務をお願いして募集したものでございます。 

〇委員長（田村せつ君） あと。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  すみません、先ほどの専門員ですけれども、昨年度は２２８万

９，６００円の支出なのですけれども、今年は４４日で４万３，２９０円と、これ

全額、削ったのですか。昨年度もそうすると、同じ４４、これ４４日しか今回やら

なかったので、この分減額しますという説明だったのですが、昨年度の決算額も２

２８万９，６００円と、ほんの少ししか違わないのですけれども、昨年度も４４日

ぐらいだったということですか。 

〇委員長（田村せつ君） 再生可能エネルギー推進室長、福田浩司君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君）  いずれ昨年度も日数の分、ちょっと金額

まではあれですけれども、４万幾らだったとは思いますけれども、そういった金額、

日数の分でやっております。本年度につきましては、予算上、高家、具体的に言い

ますと、高家については４５日ぐらいの審査の日数を見ておりましたけれども、そ

れより少なく９日前後で審査のほうが終わっておりますので、その分を減額で計上

させていただくものでございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。あとございませんか。あとありませんか。 

    舘坂委員。 
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〇６番（舘坂久人君） １７ページの文書広報費の関連でお聞きしたいと思います。 

    今の防災無線で今後の放送は、休日は放送を取り止めるというふうな広報をやっ

ていますけれども、これはどのような、何か理由があって取り止めるものですか。 

〇委員長（田村せつ君） 総務課総括課長、吉岡靖君。 

〇総務課総括課長（吉岡  靖君） 言い方が変われば取りやめるというようなことなので

すけれども、今年度事務事業の見直しを行っているということは、前にご説明申し

上げたところでございます。その中で、毎日役場からのお知らせ等を流していて、

今までは土曜日の夜なんかもお知らせしていたわけなのですが、やはり職員の負担

の軽減あるいは土曜日の夜お知らせをして、どこどこにお問い合わせくださいとい

っても、実質閉庁日でございますし、連絡をいただいても、実際対応できないとい

うふうな状況もありますので、そういった実態に合わせた形で、土曜日までは日常

的な行政情報のお知らせは休止といいますか、廃止といいますか、していいのでは

ないか。ただ、特殊なイベント等があって、こちらからどうしてもご案内申し上げ

たいこと、あるいは緊急、災害等の緊急の場合につきましては、これまでどおり必

要に応じて放送させていただくというふうにしております。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） 舘坂委員。 

〇６番（舘坂久人君）  そうすると、行政情報は流さなくて、朝のチャイムというか、夕

方、お昼時のメロディーというか、それらは流すわけですか。 

〇委員長（田村せつ君） 総務課総括課長、吉岡靖君。 

〇総務課総括課長（吉岡 靖君） 土曜日休止するというのは、朝７時半からと午後６時

５０分からのお知らせのところで、チャイムにつきましては、これまでどおり流し

てまいりたいというふうに考えております。 

〇委員長（田村せつ君） いいですか。 

             〔「了解です」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君）  さっきの再エネの室長の言葉の中に臨時職員が専門員という言葉

をお使いになったようですけれども、募集の中には専門的な業務とかというふうな

内容は全くない、資格も何もない、その状況の中で専門員ということは、果たして

合っているのかなと、年齢制限も何もない状況のようですけれども、専門員となれ

ば、当然何かの資格を有する人でなければならないのではないかと思いますけれど

も、いかがですか。それは、正しい発言でよろしいですか。 

〇委員長（田村せつ君） 再生可能エネルギー推進室長、福田浩司君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君） お答えします。 

    今回会計年度任用職員を募集しましたけれども、こちらのほうは、再エネの業務、
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主ですけれども、企業誘致あるいは雇用拡大、その他については、それらの業務に

ついて業務をお願いする予定で募集したものでございます。 

             〔「だから専門員という言葉は合っているのかど 

               うか、さっきあなた専門員としゃべったのだ 

               よ」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 再生可能エネルギー推進室長、福田浩司君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君） お答えします。 

    お知らせ版の内容につきましては、専門職員という形で、表現で、専門員と…… 

             〔「専門職員と書いてある」と言う者あり〕 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君） 訂正させていただきます。 

〇１１番（茶屋 隆君） 総務課長、私、本当認識不足で困るのですけれども、再任用の

方は、６０になれば定年になって、それから何歳まで再任用として雇えられる、そ

ういった決まりとか何かはないのかな。会計年度任用職員だったら何歳までとか、

そういったのの決まりは。 

             〔「ちゃんと指名して進めてください」と言う者 

               あり〕 

〇１１番（茶屋 隆君） すみません。 

〇委員長（田村せつ君） はい、茶屋委員。 

〇１１番（茶屋 隆君） それでは、再度、総務課長、６０になれば定年になりますけれ

ども、再任用ではまず６１、６２、６３、こういきますけれども、そういったもの

の年齢、何歳までかという、そういった採用する場合のそういったあれは、きまり

としてはないのか、会計年度任用職員を雇うにしても、そういったことはないので

しょうか。私、認識不足で申し訳ないのですけれども。 

〇委員長（田村せつ君） 総務課総括課長、吉岡靖君。 

〇総務課総括課長（吉岡  靖君） 再任用職員制度につきましては、退職後年金までの空

白の期間があるため任用しようというふうなことで、６５歳までとしております。

会計年度任用職員でございますけれども、これは年齢制限を設けることについても

差別化につながる、働き方改革の考え方というものの中で、そういったことにつな

がるので、年齢制限を設けることは適当ではないというふうなこととされておりま

す。実際に、複数の方から応募をいただけば、その中でやはり面接等で選考させて

いただいて、結果を出させていただくというふうなことになろうかと思います。 

〇委員長（田村せつ君） 茶屋委員。 

〇１１番（茶屋 隆君） 会計年度任用職員であれば、何歳まででもいいということでよ

ろしいですね。はい、分かりました。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 
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             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 質疑なしと認めます。 

    ３款に移ります。１９ページ、３款民生費について説明を求めます。 

    健康福祉課福祉担当課長、内城良子君。 

〇健康福祉課福祉担当課長（内城良子君） それでは、３款民生費、１項社会福祉費の３

の老人福祉費を説明いたします。 

    １、報酬につきましては、先ほども説明をさせていただきましたので、説明して

いないところについて説明をします。地域包括支援センター嘱託職員の報酬３８９

万円の減につきましては、こちらは専門職のケアマネジャー３名と、あと社会福祉

士１名、認定調査員１名の計５名の報酬の整理となっております。そして、配置基

準の中には、報酬の高い保健師も入っておりまして、計画には報酬の高い保健師で

計画されたことによる減となっているものでございます。 

    １３の委託料５０９万４，０００円の減につきましては、老人保護措置費委託料

についてですが、途中退所の方が１名ございまして４００万円の減となってござい

ます。あと、介護予防ケアプラン作成委託料につきましては、受託できる事業所が

なく、直営で全て行ったというところで１０９万４，０００円の減となってござい

ます。 

    あと２８の繰出金につきましては、介護保険特別会計繰出金ということで２９７

万円の増となっております。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） ３款全部お願いします。 

〇健康福祉課福祉担当課長（内城良子君） それでは、次の３款民生費、２項児童福祉費

の２の児童措置費について説明いたします。２０の扶助費についてですが、児童手

当が２３０万円の減となっております。これにつきましては、出生数や転入数の、

転入数の見込みが実際には少なかったというところから減となっております。 

    次の障害児通所給付費につきましては、利用者が増えたことにより１２０万円の

増となっております。 

    ７の賃金につきましては、保育園職員賃金の支出確定によりまして２００万円の

減となっております。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） それでは、３款の説明が終わりました。 

    これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

    中村委員。 
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〇４番（中村正志君）  児童福祉の関係で昨年１０月から全国一斉に保育料が無償化され

たということで、先ほども何か無償化の関係での歳入の関係ありましたけれども、

その中に副食費が対象外になっていたと。いつだったか、去年だったか、新聞に岩

手県内一律の副食をどうしているのかというのが出ておりましたときに、軽米は副

食費はもらっているという、あれ、軽米は保育料の無料化はもうほかより先んじて

やってきていて、子育て支援日本一というふうなことも掲げてやってきていたわけ

ですけれども、そこになぜ軽米が副食費もらって、副食費が無償化しているところ

もほかにはあったのだけれども、何か最近のそういうのでも無償化にしていく必要

が、子育て支援日本一を標榜するのだったら、そういうところも本当は実施に踏み

切るべきではないのかなというふうに新聞を見て私感じたったのですけれども、今

計画をつくっていると、その中にそういう議論はなかったのでしょうか。そういう

考え方はまだないのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課総括課長、坂下浩志君。 

〇健康福祉課総括課長（坂下浩志君） 中村委員さんの質問にお答えしたいと思います。 

    まず、保育園での副食費については、保育料の無償化になるときに、課内、町長

とも協議をしまして、副食費についてどうするかということを話し合っております。

その中で、先ほど調定したやつが半年分の副食費ということになりますけれども、

それは３歳以上児の中というふうになります。それで、副食費をただにするとなる

と、その３歳未満のところの保育料に含まれる４，５００円も併せて無料にすると

いうふうなことを考えなければならないということで、その財源とか、そういった

部分を安定的に無償化できるようになるまで少しちょっと様子を見てみようといっ

た、また改めて考えてみようということで、そのときは３歳以上児の副食費につい

ては徴収するということに決めたものでした。 

    先ほども歳入で特別交付金等がありましたので、それらを活用して、今後無償化

について検討していきたいなというふうには考えております。 

    以上、お答えします。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  ちょっと児童福祉費に関連して質問しますが、実は整理予算の

議会なわけですが、私、ちょっと期待するところがありまして、予算議会でちょっ

とやりましたが、さわやかベビーのお祝い…… 

             〔何事か言う者あり〕 

〇１０番（山本幸男君）  条例の改正案も、多分今回の議会に出はって、そして第１子も
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無料化という決断を町長はするのではないか。楽しみにしてきたわけですが、今回

条例の改正も出ないし、予算的にも措置されていないし、その後のそういう議論、

課長、内部で、さっきのはいい案配に、副食についてはあったようですが、内部で

議論する段階ではなかったですか。町長自身は、まだそういうことについては、全

然考えておらないか。 

〇委員長（田村せつ君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君）  それは、山本議員さんからるるご提案はいただいたことは承知し

ておりますし、私もいろんな形でそういったことに関して検討することはやぶさか

ではございませんが、今まず第一に私も公約しておりました学校給食の無料化、こ

れを財源確保次第、優先的に無料化にしていきたいと。今公明党さんは、学校給食

の無料化もいいのではないかというふうなご提言もあるようでございますけれども、

そういうこと。それから、また医療費は既にまた無料化しておりますし、るる今保

育料等もご提案いただいておりますが、そういうことで優先順位と申しますか、そ

こら辺を定めまして、さらに子育て政策の充実に努めてまいりたいと思っておりま

す。 

    先般子育て４８項目でやっておるというような話は申し上げましたけれども、そ

の後るる細かい点まで調べましたところ、７０を超えた子育て政策を今実施してお

りますので、そういった点も鑑みまして、総合的に子育てのご支援と申しますか、

充実を図ってまいりたいというふうに考えております。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  長い説明でございましたので、何だか計画の中には入れるのだ

けれども、その順位については、かなり低いよというような答弁だったと印象を持

っております。正直、今年度の生まれた子供が３５人に対して、１子が１８人、２

子以降が１７人というふうなことでございまして、半分は助成金をもらえない、お

祝いしてもらえないというような感じで、これは憲法違反、等しくどの子にもとい

うような形からいけば、憲法違反というか、児童憲章にはまず何と書いてあるか分

からないけれども、大体もう一回見てみてもらったほうがいいのかなとそう考えて

おります。 

    私は、今日の議会に出すのではないかなと思ったことは、できれば今年度に生ま

れた１８人、その後どうなったか分かりませんが、その子供たちにも公平にお祝い

が届けばいいなと、そう思って考えた、多分思い切って町長が出すのではないかな

と、そう思っておりましたが、残念でした。いつ、総合的とかっていうことで、い

つ普通に戻すの。やっぱりこの条例もこの前もしゃべりましたが、３０年前にでき

た条例でございますので、検討、思い切った検討が必要だ。誰が決めるかといえば、
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おたくが結論を出してもらえば、この人たちは間違いなく私はいい、異議がないと

いう集団ではないかなと思う。あなたがまず公平に見直しますよという決断をして

もらえればいいのかなと思いますが、そういう決断を今しませんか。 

〇委員長（田村せつ君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君）  ただいまのご提言は重く受け止めながら、決して優先順位、下の

ほうに見ているわけではございません。ただ、やはり学校給食の無料化に関しまし

ては、かなりの財源を要しますので、まずはそこの大きい部分を何とか早期に実現

いたしたく今様々な検討もしてございます。そういったところで何とかそこを実現

した時点でまたそういったところも広く見ながら、総合的な充実を図りたいと思っ

ております。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 山本委員。 

〇１０番（山本幸男君） 何だかやる気がないというふうな答弁なようでございますので、

改めてまた６月の議会で提案していきたいと思います。 

    平成２９年度の決算書を見れば、すこやかベビーの祝金が、今年は１５０万取っ

ております。その当時も多分１５０万円だと思いますが、使ったのが、まず平成２

９年度の決算で１１６万円、言えば３５万円繰り越したと。今回は載っておりませ

んが、どうだか分かりませんが、出生する子供が年々減っておりますので、多分そ

のぐらいの残は、多分出はっているのではないかなと思っております。今の時点で

はどうですか、残、１５０万円の予算に対しては。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課総合窓口担当課長、橋本邦子君。 

〇町民生活課総合窓口担当課長（橋本邦子君）  ５０万円くらい減額、残が出るところで

ございます。 

〇１０番（山本幸男君）  ちょうどそうすれば、今年度から実施しても、大丈夫だという

数字ではないかなと思う。それで、町長の話も分かりますが、いずれ給食費の関係

について優先したいと。それについては、全くそのとおりだと思いますので、異議

はありません。ただ、やはりどの子にも同じ対応というふうなことが、すこやかベ

ビー祝金条例の施行規則、これを見ますと、誕生、受給権者にすこやかベビー祝金

の贈与の通知書をやって、そして通知するものとすると。だから、おめでとうござ

いましたという贈与するの通知をやってもらうという、今年３５人生まれた中で通

知書が届かないのがいるの、やっぱりこれは条例を直して、第１子が１８人ですか

ら、この子たちには贈与しますという通知が行かないと。あと１７人に対しては、

通知しますよというふうな、この文章はそういうような形になるなと思って、とて

も不公平な格好になるのではないかなと思います。 

    したがって、私はできれば、今年度から実施するように、今度の今の議会に対し
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て出して、さかのぼって今年度。また、というようなことになればよかったなと期

待しておりますが、町長の考え方はそこまでは到達しない。また、来年度について

も、順位は違いますよというふうな感じでございますが、ちょっとどの子にも光を

というようなことでいけば、問題点が多いなと思いますので、ここのところをまず

課長、町長、もう少し検討してみて、速やかな対応をお願いしたい。 

〇委員長（田村せつ君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君）  ただいまのご提案は、真摯に受け止めながら、繰り返しになりま

すが、やはり学校給食のほうを急ぎたいと思っておりますので、それはそれとして

またいろんな町村、やはりそういったところにも力点を置いて、うちよりはかなり

の充実した金額を交付している町村もありますので、そういったところも調べなが

ら検討をしてみたいというふうに思います。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 質疑なしと認めます。 

    ４款に移ります。２０ページ、４款衛生費について説明を求めます。 

    健康福祉課健康づくり担当課長、角田貴浩君。 

〇健康福祉課健康づくり担当課長（角田貴浩君）  それでは、２０ページ、４款衛生費、

１項保健衛生費について説明させていただきます。 

    まず、１目の保健衛生総務費につきましては２１３万９，０００円の減額となっ

ております。こちらは、嘱託保健師の報酬でございます。こちらは嘱託保健師の採

用を予定していたのですが、応募がなく、採用できませんでしたので、満額減額補

正となります。 

    次に、２目母子保健活動費は９５８万５，０００円の減額となります。主なもの

なのですが、こちらの報酬なのですが２１３万９，０００円の減額。こちらも母子

に係る保健師を募集しておったのですが、採用できませんで減額でございます。１

３節の委託料１６０万円の減なのですが、乳児、妊産婦等健康診査・精密検査委託

料、こちらは実績に基づく減額でございます。 

    次に、３目予防費でございます。２６６万９，０００円の減となっております。

こちらにつきましては、委託料なのですが、予防接種委託料が１４３万９，０００

円の減。緊急風疹抗体検査事業委託料が１２３万円の減となっております。こちら

は、実績に基づく減額でございます。 

    次に、４目保健事業費４５０万円の減でございます。こちらにつきましても委託



- 27 - 

料は、基本健康診査委託料が８９万円の減、がん検診委託料が２１９万円の減、負

担金、補助及び交付金人間ドック利用料補助金が１４２万円の減となっております

が、実績に基づく減額となっております。 

〇委員長（田村せつ君） 地域整備課総括課長、戸田沢光彦君。 

〇地域整備課総括課長（戸田沢光彦君）  ５目の環境衛生費でございますけれども、地域

整備課では、１９節の負担金、補助及び交付金の分で減額の９７万１，０００円で

ございます。内容は、浄化槽設置整備事業費補助金でございます。事業費確定によ

る減でございます。当初予算で２０基分を予算計上しておりましたけれども、９月

に７基分を増額補正してございます。最終的には、２５基で収まったということで

３基分減額補正をするものでございます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課町民生活担当課長、松山篤君。 

〇町民生活課町民生活担当課長（松山 篤君） それでは、５目の町民生活課が所管しま

す２２節の補償、補填及び賠償金について減額の補正についてご説明を申し上げま

す。 

    火葬場新築工事に伴いまして、移設が必要となりました、生じましたＮＴＴ柱、

東北電力柱の移設について、移設補償料が確定したことによりまして１００万５，

０００円の減額をお願いするものでございます。 

    続きまして、６目の後期高齢者医療費でございますけれども、広域連合に支払う

共通事務経費、これは事務経費でございますが、これが７９万９，０００円、それ

から医療費給付負担金２０１万１，０００円、それから後期高齢者医療特別会計繰

出金は、これは事務繰出金でございますが、額確定に伴いまして減額をお願いする

ものでございます。 

    続きまして、４款衛生費、２項清掃費、２目塵芥処理費６３１万円の減額補正す

るものでございますが、１８節の備品購入費につきましては、令和元年度１台のト

ラック、ごみ収集車を購入いたしましたところ、入札減等が発生しましたので、１

６１万円減額をお願いするものでございます。続きまして、１９節の負担金でござ

いますが、二戸広域行政事務組合に対する負担金、これも額が確定による４７０万

円の減額をお願いするものでございます。 

    ３目のし尿処理費につきましても、広域負担金の額確定に伴いまして２０３万１，

０００円の減額の補正をお願いするものでございます。 

    以上でございます。 

             〔「休憩」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） ４款の説明が終わりましたところで１時まで休憩をして、それ

から審議を続けたいと思います。 



- 28 - 

    午後１時から再開します。 

               午後 零時００分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 零時５８分 再開 

〇委員長（田村せつ君）  それでは、少々時間が早いようですけれども、午前に引き続き

再開します。 

    午後に細谷地多門委員が欠席するとの届出がありましたので、お知らせします。 

    第４款の説明は終わりまして、質疑から入ります。質疑ありませんか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  衛生費なのですけれども、新型コロナウイルス対策、出た場合

に、この環境衛生費とか、どの辺に対策としたら出てくるのでしょうか。 

    当初予算は、その対策の関係の予算はなかったと思うのです。今ここでちょっと

臨時にマスクでも消毒液でもいいのですけれども、本当はここに出すべきではなか

ったのでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課健康づくり担当課長、角田貴浩君。 

〇健康福祉課健康づくり担当課長（角田貴浩君） ご質問にお答えします。 

    マスクとか消毒液についてなのですが、予算計上するとすれば、衛生費だと思い

ます。ただ、補正に載せなかったというのは、ご存じのとおり、マスクも消毒液も

ほとんど流通していない状況で、いつ入るかも分からない。本来は備蓄しておくべ

きだったと思うのですが、そちらもなくなっておりますので、それにつきましては、

今後落ち着いてきたら、また予算もお願いして備蓄等をしていきたいと考えており

ます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。あとございませんか。 

    大村委員。 

〇７番（大村  税君） ちょっと確認というか、お聞きしたいと思いますが、ここに健康

福祉課あるいは町民生活課の部分について、福祉のサービス面の介護士を募集して

も、応募者がなかったと。両課にわたってなかったというのは、要因が何でしょう

か、それが１点と。 

    もう一つは、今後もそれは想定されると思うのだけれども、新年度になっても募

集しても応募がなかった。それで福祉が充実しているのか疑問を持つわけなのです。

その点の２つについてお伺いしたいと思います。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課総括課長、坂下浩志君。 

〇健康福祉課総括課長（坂下浩志君） それでは、ただいまのご質問にお答えしたいと思

います。 
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    まず、うちのほうで募集していた自殺対策の担当の保健師であったり、あと母子

のほうの保健師であったりを今年募集したわけですが、応募がなかったということ

で、この辺は減とさせていただいておりますが、その事業実施に当たっては、職員

のほうでまず仕事を振り分けながら事業のほうは実施しておりますので、事業のほ

うはきちんとやっているというふうに思っております。今年に限っては、自殺対策

のほうの精神保健師のほうを雇うことができましたので、さらに充実させてやるこ

とができるかなというふうには考えております。 

    介護福祉士のほう、これについては、事業の開始に向けてやっておりましたので、

今後については、まず充足されるものと思っております。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    大村委員。 

〇７番（大村  税君） 今、全自治体でも福祉充実を、充実して町民の安心、安全を確保

しようというのは、今強いられているんです。その中で募集しても応募がなかった

と、あるいは今説明のあったように、職員でそれをカバーしてきたのだと。マンパ

ワーが少ない、少ないと話をしている中で、通常の業務には支障がなかったのか。 

    というのは、要するに私どもがおかげさまで高知県の四万十町に行ったときに、

どこでも、全国的にそういう介護とか、そういう部分の職員を募集するのに、非常

に難を期していると、来てもらえないと。それで、町としても充実したいが、どう

いう方策を講じるということになって、いろいろ検討結果、その報酬面が低くてこ

なかったというふうな要因が話合いの中で出て、そしてその報酬を上げたならば、

一般職と同じ給料表の報酬に上げたならば来てもらえて、今は支障なくやっていま

すというふうなことを勉強してきたわけです。だから、ここの募集した報酬はどの

程度の報酬なのか。そういうふうなものが要因でなかったのかご説明願いたいと思

います。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課総括課長、坂下浩志君。 

〇健康福祉課総括課長（坂下浩志君） 委員おっしゃるように、その嘱託職員等で募集し

た場合の報酬なのですが、ここで減らしているように、最高額で２１３万９，００

０円ですので、月にすれば２０万円いかない程度の月収ということになろうかと思

います。委員がおっしゃるように、報酬の面では、確かに安いのではないかなとい

うふうに思います。今年から会計年度任用職員制度というのが始まりますので、一

般会計の当初予算にもがらっと増えたように、年収自体は、今までよりはいいと、

報酬としては上がるというふうに思われますので、今後募集した際には、その応募

があってほしいなという、報酬も上がるのであってほしいなということは考えてお

ります。 

    職員を採用できなかったことによって、ほかのサービスとかが落ちるということ
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はないようにしておりますし、そこは職員が残業して、まず業務を遂行するための

工夫はしておりますので、そういった面では福祉のほうのサービスが低下していた

ということはないというふうに考えております。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） 大村委員。 

〇７番（大村 税君） ありがとうございました。もう一つは、今ご答弁いただいたので、

働き方改革の中で、会計年度任用職員の、減額されないというように思っていたの

だけれども、二、三日、昨日のテレビ、そういうふうなあれだけれども、実質的に

は８万円、年間で減ですよと。それで、いろんなところから、もうここの職場には

いられません、民間に行くとかというのが増えていると。非常に相談窓口が悩んで

いるというのが放映されておったのですけれども、我が町では、そういうふうなこ

とはあり得ないのか。 

    というのは、パート部分が１５分短縮して、その分報酬が減額して、それを通年

されると８万円から１０万円の減額になるというようなことが放映されたので、で

は言うことと実態は乖離があるのではないのかなと、そういうふうにないようにす

るための改革ではないのかなと、そのように思うのですが、我が町では、どのよう

な捉え方をしていますか。 

〇委員長（田村せつ君） 総務課総括課長、吉岡靖君。 

〇総務課総括課長（吉岡 靖君） 大村委員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

    当初予算の説明の際にも申し上げましたけれども、私どものこれまでの非常勤嘱

託職員あるいは臨時的任用職員にしましても、独自の給料表あるいは給料表でなく

ても個々の報酬額の決定等をしておりますが、会計年度任用職員制度が導入される

に当たり、制度の趣旨としては、一般職の、一般職というか、常勤職員の給料表を

基礎としなさいというふうなことになっており、当方では、パートタイム職員とは

なっておりますが、その一般職の給料表を適用することになったこと自体で報酬等

は増額になっているというふうに認識しておりますし、加えて期末手当が新たに支

給されますし、通勤手当も一般職員と同等の支払額になりますので、先般テレビ報

道であったような実質的な賃金の目減りというふうなことはないというふうに考え

ております。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。あとございませんか。 

    中村委員。 

〇４番（中村正志君）  ２０ページの保健事業費の人間ドック利用料補助金の減額が１４

０万円ぐらいあるのですけれども、軽米町独自のそれこそ５０歳、入院人間ドック

のことだと思ったのですけれども、去年だか、一昨年、何かそのやり方も変えるよ

うな話もちらっとあったのですけれども、この人間ドックのやり方は、今どのよう
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になっているのか。何か一日人間ドックにも切り替えたらどうのこうのという話が

ちらっとあったようですけれども、以前の考え方とすれば、５０歳入院人間ドック

であれば、５０歳に到達したというのは、軽米町民黙っていても分かることで、そ

れで予算をとっていたと思うのですけれども、これだけの金額が減額になるという

ことは、多分利用する人が少なくなっているのかなと。その辺の原因はどうなのか

も含めてお話しいただきたいのですけれども。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課健康づくり担当課長、角田貴浩君。 

〇健康福祉課健康づくり担当課長（角田貴浩君） 人間ドックのことで説明いたします。 

    以前は、入院と日帰りと選択できるような形だったのですが、現在は一日人間ド

ックに統一しております。それで、多額の残が出るということですけれども、利用

率についても、ここ数年５０％程度で推移しております。対象者には、全員案内を

しておるわけなのですが、そういったことで５０％程度が続いているので、ちょっ

と今後どういう形でやっていくかと、ちょっと今検討を行っているところでござい

ます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    中村委員。 

〇４番（中村正志君）  今検討しているということですので、検討していただいたほうが

いいと思いますけれども、普通の一般の５０歳ではない人たちの検診においても、

以前よりは多分、かなり手厚い検診を受けてくださいというふうな、何か手厚い案

内が結構年間を通じてきているのではないかなというふうに思うのですけれども、

それぐらい検診の受診の重要性、必要性というのはあることだと思うのですけれど

も、であれば、考え方を５０歳、人間ドックというふうなのを切り離した形でもっ

と幅広く５０歳のとき受けられなかったら、５５歳のときに再度人間ドック無料に

しますからやってくださいよとか、いずれ町民の人たちがとにかく検診を受けて、

早期発見というふうなのに結びつけていくというのが一番の狙いだと思うのですけ

れども、やはりその辺、今までの固定観念を取り払って考え直す時期になっている

のかなというふうに感じるわけですけれども、その辺の検討はなされているでしょ

うか。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課健康づくり担当課長、角田貴浩君。 

〇健康福祉課健康づくり担当課長（角田貴浩君）  その辺も含めて検討していきたいと思

います。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 
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             〔「別な件で」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君）  火葬場が完成して、火葬場だから、ちょっとほかのものとは違う

からあれですけれども、やはり火葬場であっても、町民の方々に広報をして、新し

いのが４月１日からオープンしますよとかというふうなお触れが回るべきではない

かなという気がするが、それが回ったから、すぐ利用しなければならないというこ

とではないと思うのですけれども、何かその辺のところをちょっといろいろあるの

ですけれども、ただ、やはり４０年以上経過したのが新しく、いつ使えるか何とか

という広報活動のほうの予定はどうなっているのでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課町民生活担当課長、松山篤君。 

〇町民生活課町民生活担当課長（松山 篤君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    火葬場の広報につきましては、４月発行の広報かるまいに掲載する予定となって

ございまして、昨日総務課の広報担当と一緒に火葬場に行きまして、外観、それか

ら内部の写真等を撮影したところでございます。併せて使用料金等についても掲載

する予定となってございまして、その辺周知を図っていきたいと思っております。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    中村委員。 

〇４番（中村正志君） それでは、火葬場の件はよろしいです。 

    次に、清掃費のほうに広域一部組合の負担金４７０万円減額になる。もしかすれ

ば、これごみ処理料等の関係も含まれているのかなという気はするのですけれども、

布団の回収、一時やめて途中からやって、またもう４月１日からやりませんよとい

うふうなことで、多分この前の回収のときは、すごい量だったのではないかなとい

う気はしていましたけれども、減額するぐらいということは、予算が余っていると

いうふうに解釈するわけですけれども、それでもなおかつやはり布団等の、説明で

は、今までのあれより５倍も高くなっているし、扱えないというふうな言い方もあ

ったのですけれども、この辺との予算との絡みというのを布団等の回収をやめると

いうふうな関係性は、どのようにお考えでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課総括課長、川島康夫君。 

〇町民生活課総括課長（川島康夫君）  ２１ページの２目塵芥処理費の１９節負担金、補

助及び交付金の二戸広域行政事務組合の負担金の減なのですが、ここには可燃ごみ

の焼却処理に係る負担金と粗大ごみの焼却処理に係る負担金が入っていまして、二

戸管内で、今まで説明しましたとおり、一旦二戸地区のクリーンセンターで受けた

ものを九戸第二クリーンセンターで委託処理しておったわけなのですが、これを４

月からやめたことで管内全体で２，０００万円ほどの委託費が浮いておりまして、
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その結果、全体的な負担金が減ったものだと思っています。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君） でも、軽米では１０月からまた布団回収をやりましたよね、それ

は別なところから金が出ているということですか。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課総括課長、川島康夫君。 

〇町民生活課総括課長（川島康夫君） それは、全くの単費でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君）  その実績として１０月から３月まで実績あったと思うのですけれ

ども、想定している分と今までの布団を含めた形での負担金等を計算したときに、

やっぱりかなり多くて軽米町では布団の回収は駄目だというふうなことになったこ

となのか。その辺の計算的な部分はどのように考えていましたでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課総括課長、川島康夫君。 

〇町民生活課総括課長（川島康夫君） ９月の実績で２４万円ほど、それから１１月が２

２万円、それから１月がちょっと冬場だったので、若干少なくて９万６，０００円

なのですが、３月、最終だというふうなことをちょっと周知したものですから、３

０万円を超えた金額というふうになっていますので、トータルで８０万円から９０

万円ぐらいの見込みでございます。 

    軽米町で布団の収集をやめたのは、前回定例会でも申し上げたとおり、近隣市町

村からの持ち込みがまず一番怖いというふうなことと、それからどうしても搬入先

が二戸のクリーンセンターと、それから九戸のクリーンセンターに２台走らなけれ

ばならないものですから、人の配置がだんだん難しくなってきたというふうなこと

と、車両の調達も難しくなってきたというふうなこと等もあります。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君）  ９月から３月までの金額を言いましたけれども、その金額がこれ

までと比較してどうなのかというのを私たち分からないので、それが布団をやめた

というのの理由にはならないということなのか、それも理由なのか。また、二戸で

軽米だけだったから、それにほかの市町村と合わせたというふうなことの理由が強

いのか。理由がどっちかがあるかと思いますけれども、いかがですか。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課総括課長、川島康夫君。 

〇町民生活課総括課長（川島康夫君）  従来は、軽米から持ち込んだ布団等につきまして

も、九戸に委託処理する際には、管内の処理料に応じた処理料割で分担していたの

ですが、今回もう全く二戸で受入れしないということですので、今申し上げた金額

は全く軽米町だけの持ち出しになっております。 

    やめた理由は、金額がかさむということもですし、先ほど申し上げたとおり、近

隣市町村からの持ち込みがちょっと不安視されるというふうなことからでございま
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す。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君）  今言ったように、ほかのほうでは回収しないから軽米に持ってき

て回収してもらうということですよね、持ち込みというのは。逆のことも考えられ

ると、ある人から言えば不法投棄が増えるのではないかというふうなのも言ってい

る人もいましたけれども、不法投棄やれば、何か予算書等を見れば、相当、現在町

で払っているというふうなのもあるようですけれども、そういう心配もないわけで

はないと思いますけれども、それは起きてからの話になるのでしょうか。前回から

同じことを繰り返して話をしていますので、これで終わりますけれども、最後にも

う一回何かあったらお願いします。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課総括課長、川島康夫君。 

〇町民生活課総括課長（川島康夫君）  畳類もそうなのですが、町では収集しないですけ

れども、確かにございました。町のほうで回収していますし、今後また布団等の不

法投棄も懸念されること等がありますので、収集作業員等には、収集しながら道路

とかパトロールしていますので、そういったこと等があったら、すぐ回収して、こ

れ全く単費になって、本当に申し訳ないなとは思うのですが、不法投棄防止の周知

と、そういった出た場合には回収して、きれいにするというふうな、イタチごっこ

になってしまうのかなとも思うのですけれども、そういうふうな対応しかできない

のかなと思っています。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  コロナウイルスの関係で健康ふれあいセンター、マスクとかと

いう話がありましたけれども、私は、健康ふれあいセンターって予防というか、健

診とか予防接種とか、そういうふうな健康づくりのほうの関係であって、コロナウ

イルスというのは、災害の部類ではないのかなと、まず思います。今ちょっとその

正体もまだはっきりしていないというふうなことで、ふれあいセンターのこと、先

ほどから大村委員さんも話していましたけれども、職員を採用できなかったという

ことで、それでも町民に対しては、ちゃんとやるべきことはやっていたというよう

なお話でしたけれども、本当に保健師さんとか、栄養士さんとか、仕事が物すごく

大変な労働力というか、忙しかったのではないのかなと思います。 

    さっきの民生費のほうの関係でも保健師さんを採用できなかったのでというよう

なこともありましたので、何か現職の保健師さんたちの働き過ぎというか、健康の

ことがちょっと心配します。その辺はどうなのでしょうか。今年も１人採用してい

るということでしたか、そのことによってさっき二戸広域からもらえる事業費も仕
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事が、事業費に見合った仕事でなくてボランティアの方とか、手伝ってもらってや

りましたとかということだったので、職員の確保とかをやってもらいたいなと思い

ます。 

〇委員長（田村せつ君） 健康福祉課総括課長、坂下浩志君。 

〇健康福祉課総括課長（坂下浩志君）  先ほどのところだったのですが、生活支援体制整

備事業の関係につきましては、生活支援コーディネーターを２名配置しております

が、１名は再任用職員ということで、実際には給料等は支払われたわけですけれど

も、ほかの１人の方については、その事業があるときだけの参加にしてほしいとい

うことで、報酬等については要らないという、ボランティアで参加させてほしいと

いうことで、そういったので、人件費的には歳出のほうは減額をさせていただいた

ところでございます。 

    また、認知症も、先ほども言いましたけれども、３人募集したところに２人の嘱

託職員を採用して、３人でやるところを２人と職員のほうで頑張っていただいたと

いう形で事業のほう行っているところでございます。なので、まずあと衛生費のほ

うでも保健師等は採用にならなかったわけですけれども、まず職員同士が連携をし

て事業のほうは行ってきたところであります。実際もっとやればいいという話にな

るかもしれませんけれども、そこはマンパワーのやれる分ということで、去年は始

まったばかりでもありましたし、無理のないような形で業務のほうはやらせていた

だいております。この増えている部分については、いずれ先ほども言ったように、

残業等をやっていただいて、その事業のほうはきちんとやっているというふうに考

えております。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  健康ふれあいセンターの介護事業所の廃止が進められているわ

けですけれども、こういう感じで人手が足りないということで事業がちゃんと本当

にうまくいっているのかなという心配をしています。残業手当を払えばいいという、

やっぱり働き方という、私は保健師さんも大変だなと思って見ていたので、職員の

採用、さっきも大村委員さんも言いましたけれども、広くやって採用してほしいと

思います。 

    あと、それから町長がマスクを田野畑と山田町さんから提供を受けたということ

でしたけれども、これは今後どのように活用するのでしょうか。何か東日本大震災

のとき配布になったのを今使っているけれども、ほとんどなくなってきましたとか

と言っているところもあったし、薬王堂なんかには行列ができているのですが、一

般にも配布するということはあるのでしょうか。 
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〇委員長（田村せつ君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君）  実は、今日また新たに田野畑村さんから、２，０００枚持ってい

きますというふうなありがたいお話をいただきましたが、合計５，０００枚ぐらい

になりますが、これが加算すれば、そのぐらいになりますけれども、まず庁舎内、

それからまた学校等、各担当に指示しながら、どれぐらい必要かということを把握

しておりますので、ただまた一般ということになれば、またとても５，０００枚ど

ころの話ではありませんので、まずは必要なところにどれぐらい配れるかというこ

とを確定して、後に、もし仮に一般ということになっても、広く皆さんにというふ

うなことにはならないと思いますけれども、検討はしてみたいなと思っております。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あとありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 質疑なしと認めます。 

    ６款に移ります。２１ページの農林水産業費について説明を求めます。 

    産業振興課総括課長、小林浩君。 

〇産業振興課総括課長（小林  浩君） それでは、２１ページ、６款農林水産業費、１項

農業費についてご説明申し上げます。 

    ３目農業振興費、１９節負担金、補助及び交付金といたしまして、総額で１，３

０９万４，０００円の減額をお願いするものでございます。内容は、説明の欄につ

ている事業の実績に基づく減額でございます。 

    続いて、５目水田農業構造改革対策費、１９節負担金、補助及び交付金でござい

ますが、飼料用米の作付面積が確定いたしましたことから、実績に基づきまして９

８万８，０００円の減額をお願いするものでございます。 

    続きまして、９目畜産振興費、１９節負担金、補助及び交付金でございますけれ

ども、総額で８３７万３，０００円の減額をお願いするものでございます。内容は、

説明欄に記載されている事業の実績に基づく減額でございます。 

    １５目ミレットパーク管理運営費でございますけれども、１３節の委託料、ミル

・みるハウス改修工事設計監理業務委託料といたしまして９３３万９，０００円、

１５節工事請負費といたしまして、ミル・みるハウスの改修工事７，９６７万２，

０００円の補正をお願いするものです。 

    最後に、１６目多面的機能発揮促進事業費、１９節負担金、補助及び交付金でご

ざいますが、１５組織の１年間の実績に基づきまして４３６万９，０００円を減額

したいというものでございます。 
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〇委員長（田村せつ君） ６款の説明が終わりました。 

    これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  ２２ページの多面的機能支払交付金というのですけれども、こ

れは１５組織、団体にこれは交付するのですか。直にこれは。 

〇委員長（田村せつ君） 産業振興課総括課長、小林浩君。 

〇産業振興課総括課長（小林  浩君） 日本型の直接支払交付金につきましては、今減額

をお願いいたします多面的機能支払交付金と、中山間地域直接支払交付金、あとは

環境保全型支払交付金の３種類がございますが、いずれの事業も各団体に対して補

助金を交付するものでございます。交付額の４分の３は、国から町に入ってきます。

４分の１を町費、加算したもので各団体へ支払いとなるということでございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君） １５、ミレットパークの関係でございますが、今回委託料と工

事請負費の予算化して、繰り越して様々な流用するという提案でございますが、ち

ょっと定例予算議会で展望台を見ながらという案が現地調査をというふうなことが

ありまして、そのついでに昼飯、ミル・みるで食べるかというふうな私が提案して、

コースにそこと、それから何か所か入れて歩いたわけです。それで、ミル・みるハ

ウスに行ったら社長が待っていてくれまして、様々な説明もしてもらったというふ

うな感じでございまして、元々あそこは社長の説明を聞くために行ったのではなく、

飯食いに行ったのです。たまたま説明を受けたので、ちょっと私たちも態度も、も

しかすれば、やわらかに、社長の話もまず、そういう感じで受けたのかなというふ

うな感じもしまして、私、図面も、設計図もできる、それから予算が通ればそれも

執行できる。そうすれば、僕らは何たのになって、町民に聞かれたときに、全然僕

らどうのイメージに入っていないです。私は、そうです。ほかの人はどうだか。だ

から、もう一回、まず詳しく説明ってしゃべっても何ですから、大雑把に、ただ、

社長が配布したこの資料を私は今朝事務局からもらったので、皆様の分持ち合わせ

ていないと思うのです。だから、何かしらもう少し、そういう設計委託をする工事

の請負もできる、補助金の見通しもついた、起債も受けるにいいと、あと自己負担

が何ぼだというようなことになった段階で、緊張感を持って聞きたいなと思ってい

たけれども、みんなは、まず今日はまだ様々な行事もありますのですが、そういう

機会をまたいつか設けることはありますか、まず今後の動きについて。 

〇委員長（田村せつ君） 産業振興課総括課長、小林浩君。 
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〇産業振興課総括課長（小林  浩君） ただいまのミル・みるハウスの改修事業でござい

ますが、総務課長のほうから説明がありましたけれども、３月１８日付で国のほう

から内示がございました。それで、今月中の日付をもって補助金の交付申請を行う

予定となっております。前回の３月定例会に予算が、内示が間に合わなかったもの

ですから、今回の提案とさせていただきました。今後の予定といたしましては、い

ずれ国の補正予算でございますので、町といたしましても補正をお願いし、併せて

繰越しをお願いする。繰越予算でございますので、令和３年度への事故繰越しは、

非常な事態でない限り繰越しは許されないという事業でございます。私たちもそう

いう状況を踏まえながら、４月早々でございますけれども、設計管理業務を入札に

より発注したいと考えております。 

    期間でございますが、最低３か月ぐらいかかるのかなと考えております。設計業

務を発注した後、受注業者さんが決まった後に、役場等、役場、実際に運営をして

いく産業開発、あとは４月から着任予定になっております地域おこし協力隊の方も

含めまして、検討会を開いて、その内容の詳細について検討して、実施設計を仕上

げてまいりたいと考えております。なので、６月の定例議会には、議員の皆様方に、

その改修の内容等をご説明できるのかなと考えております。その後に産業開発の売

上げを幾らかでも減少させないような工期設定をしながら工事方法を考えながら工

事のほうを発注してまいりたいと、そのように考えております。 

〇委員長（田村せつ君） 山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  年内に完成までいきたいというような説明でございます。それ

はそれでいいです。ただ、私が考えていたのは、ミル・みるハウス、ミル・みるの

開設については、前年度まず大変とマイナスの決算、７００万円だかの赤字になっ

て、今年度の予算では８００万円の増資をするというような形になっている。その

再編の施策の一つとして、そんな形があるのかなと私自身はそう思っておりました。 

    それで、規模からいっても、改修金額からいっても、規模からいっても、そうい

うことでのプラスアルファというか、全面的な改修、あの形が残るのか、残らない

のか。残ることだか。残ることだか、新たに全面的に改修になるのかということの

予算なような感じがするので、もう少し、後から私は慎重に見守っていきながら町

民に報告していかなければならないなと、そう考えておりますので、何ぼか明るい

材料といえば、地域おこし協力隊の専門員だか、協力隊の人たちも協力、労働力と

してももしかすれば、稼いでもらうにいいかもしれないです。何ぼかいい材料もあ

るのかなというふうな感じもしますので、課長の説明は、９月以降について、そう

いう図面ができたら、議会にも報告するというようなことの説明だったと思うので

すが、そんなことで、もう少し町民と議会とも連携をとっていくということで理解

していいですか。 
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〇委員長（田村せつ君） 産業振興課総括課長、小林浩君。 

〇産業振興課総括課長（小林  浩君） それでは、先ほども申し上げましたように、４月

早々に業者を発注して実施設計及び工事の監理を発注したいと考えております。内

容につきましては、議会の皆様方に６月議会で、実施設計が完了していないかもし

れませんが、おおむねの状況は説明できるものと考えております。あと改修の内容

でございますが、今の外からの外観までを全て改修するという内容ではございませ

ん。あくまでも内装、中の間取りを変えていくというふうな工事になってくると考

えております。外壁は、おおむね今のとおり。中のレイアウトを変える。事務室、

産直売り場、物産品売り場、レストランを含めて皆様方に使ってもらいやすいよう

な施設に改修していきたいと。併せて駐車場もなるべく国道側までに近いところま

で拡張できるような駐車場整備も併せて行いたいと考えております。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  １つは、まだ実施設計を、まず今、最初もらって、それから実

施設計をというふうなことをしゃべっておりますが、私は、まず議会でいいと考え

るのは、実施設計というのと、まず２回設計しなければならないものだか、１回で、

特にこの件については、全面改装、物を壊して建てるのではなく、部分的に改修す

るのだから、そういうことについても２回、今とったほかに、また、そして実施設

計をするというふうなことの手続が必要なものかどうかということについて。 

〇委員長（田村せつ君） 産業振興課総括課長、小林浩君。 

〇産業振興課総括課長（小林  浩君） ２回ではございません。１回で実施設計を仕上げ

る予定でございます。４月早々に実施設計を行うための業者、実施設計というもの

は詳細な図面を書いて、公共工事として品質の確保を保った設計書を作成して、工

事業者の入札に供せるような設計書を作成するものが実施設計でございます。１回

でこれを仕上げます。それで、入札後は、その設計書に基づいて適正に工事が完了

するかの現場監理の業務を併せて一括で発注するものでございます。大きい事業で

ありますと、基本設計をやって、皆様方からいろんなご意見をいただきながら年月

をかけて仕上げた内容に基づいて実施設計をしていくということでございますが、

今回はそうではなく、もう１回の設計で発注できるような設計書、図面等を作成し、

工事を発注して完了し、工事完了へ持っていくという内容です。 

〇委員長（田村せつ君） 山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  分かりました。この改修工事をやるに当たって、現地でも説明

を受けたけれども、休む期間というのがあるのか。それとも、火葬場のように一部

閉店して対応するか、そういうふうなこともあることですか。まずその点１つ。 

    あわせて、町長から聞きますが、昨年の決算は大変と残念ながらマイナスの決算、
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新たに役場が出資をして対応していくという流れとなっているわけですが、私はま

ず正直、この事業が、国の補助金とか起債とか、自己資金もありますが、補助金が

決まったということはいいことなのですが、ただ、かなり実際はやっても厳しいも

のがあるのではないのかなと、そう考えております。それを建てること、ただ運営

に当たっては、かなり決断をしなければまずものにならないと。また同じことの繰

り返しになるのではないかなと思います。というのは、人の流れ、道の駅について

は、４号線をずっと見ていけば、まず勝ち組と負け組というふうな言い方が悪いの

ですが、生き生きとしている道の駅と、それから昔はここによく行ったのだがなと

いうような場所が、ずっと南に行っても、北に行っても、そんな感じがします。そ

の面では、うちのほうのミル・みるも、もしかすれば、九戸のオドデ館と比較すれ

ば、バイパスの関係もあります。かなり差がつけられているのではないかなとふう

な感じもするわけです。だから、それを挽回して人を呼ぶというのは、なかなかの

決意がなければ。そんな面では、町長はやっぱりそこは失敗するのであれば、俺は

もう身を引きますよというぐらいの決意でないと、物にならないのではないかなと

いう感じもしますが、町長の考え方についても一言。 

〇委員長（田村せつ君） 産業振興課総括課長、小林浩君。 

〇産業振興課総括課長（小林  浩君） まず、工事の工法でございますけれども、全く通

常どおりの営業を行いながら工事をするということは、不可能だと考えております。

なので、プレハブ、仮設の販売店舗を準備するとか、あとは中のスペースを一部制

限しながら工事をするというような形になるだろうと考えておりますので、年間の

売上げ、高い時期、お盆周辺、正月とか、売り上げが上がってくる時期等を考慮し

ながら工事のスケジュールを組んでいきたいと考えておりますし、その建物だけを

改修するのではなくて、あわせて地域おこし協力隊さんは、調理師の免許を持って

おられる方で、この間お会いしましたけれども、ミル・みるハウスのメニューのブ

ラッシュアップについてもかなりの希望というか、考え方を持っているようでござ

いますので、その辺も踏まえてみんなから喜んで食べてもらえるようなメニューの

開発等も含めながら施設の改修も併せて行っていきたいと、このように考えており

ます。 

〇委員長（田村せつ君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君） 大変私も厳しくと申しますか、令和２年度にはおっしゃるとおり、

大変厳しい状況が待ち受けるというふうな意識を持っておりますので、いずれ歳入

を増やして、収入を増やしながら歳出を抑えていくと、減らしていくと、これは原

則でございます。なお一層厳しくも先般もちょっとお話は申し上げました。対策等

は申し上げましたが、さらに実施に当たっても厳しく、私も時間の許す限り現場に

足を向けながら頑張ってまいりたいと、こういうふうに思っております。 
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    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。 

    大村委員。 

〇７番（大村  税君） 今の件に関連してちょっとお聞きしたいと思いますが、ここに予

算計上とかなる前に、やはりそういった事業を展開するというようなことが我々に

も相談をかけてもいかったのかなというのが私の意見です。というのは、先般ミル

・みるで説明を受けたときに、交流館にある事務所を全部向こうに移すよというよ

うな課長さんの話で、そうなると、抜本的な事業でないのかなと。それの６月にも

う設計に出しますよではなくて、その前に、本来であれば、増資の８００万円のと

きの承認のときに、そういう諸々の計画がありましたよというのは、私はするべき

ではないかなと思うのですが、それをどのような見解を持たれているのか。 

    そしてまた、向こうに事務所を移した場合に、その連絡なんか遠くなるし、それ

には支障がないのかなと心配する点もあるわけです。これは、この事業をどういう

ふうなところで検討されて進んだかというのも一向、我々は知り得る場がなくて、

今日まで来ている。ちょっと寂しいなと思うのです。例えば産業開発さんのほうか

ら、その収益を上げるために、そういうふうなミル・みるハウスの改善とか、そう

いうのがあったのか。あるいはまた、庁内での検討委員会というので議論されて、

そういう計画になったのかということまでお知らせ願えれば。 

〇委員長（田村せつ君） 産業振興課総括課長、小林浩君。 

〇産業振興課総括課長（小林  浩君） 今の大村委員さんのご質問でございますが、この

計画につきましては、増資の全員協議会の際、まだ内示等もいただいておりません

でしたけれども、補助事業を協議中であり、補助事業の内示をいただけるようであ

れば、３月の整理予算、臨時議会で補正をお願いして、改修工事も行いたいと考え

ておりますと、多分私のほうで説明したのが最初の説明だったと思います。そのと

きは、まだ内示が来ておりませんでしたので、詳しい金額等、内容については、ご

説明申し上げられませんでした。 

    また、今回の計画でございますが、これは産業開発さんからの要望に基づいてと

いうものではございませんが、町の施設を所有する町として、産業開発と協議をし

ながら、やはり産直、物産品の売場を売上げを上げられるように改修していきまし

ょうと。お互いの合意に基づいて補助事業の協議を進めてきたということでござい

ます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。あとはございませんですか。 

    中村委員。 

〇４番（中村正志君）  それでは、私もちょっと関連して、産業開発の売上げをまず伸ば

そうという発想から、ハード面での改修というふうな考え方がまず出てきたわけで
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すけれども、ハード面はハード面でも、やっぱりやるのは、施設だけが客を呼べる

かといえば、果たしてどうなのかな。やはり客を呼ぶのは、そこにいる職員の方々

が一番重要な役割を果たすのではないかなというふうな気がするわけですけれども、

昨日なんか役場の職員の内示もあったようですけれども、よく参考に出しているの

が、隣の九戸村のオドデ館なわけですけれども、あっちも同じ三セクで、軽米と同

じ三セクで、多分村長が社長なのかなという、軽米は町長が社長と。町長とか社長、

二足のわらじでやって、果たして町長のリーダーシップで売上げを伸ばせるかとい

えば、やっぱり町長の仕事がかなり大きい、重責を担っていますので、重いと思い

ますので、果たしてどうなのかなという、やはり一つの考え方として、九戸村では

役場のＯＢの方をまず送って支配人としてやらせて、社長の代わりに陣頭指揮をと

っているようですけれども、そういうふうなことも考えてもいいのではないのかな

と。今まで長くやっている社員の方もいらっしゃるようですけれども、しかし、そ

の人はやっていて赤字をつくっていますから、実績としては果たしてどうなのかな

という、やはりそうなれば抜本的な考え方を見直しをする必要があって、そういう

ふうな九戸村では今再任用として何か支配人を送っていると、再任用であれば、役

場で金を出すから、まずそっちの経費にはならないと。その以前は、そこでもうけ

て、もうけた分を給料に跳ね返させろというふうな使命を受けて支配人をやったと

いう話も聞きましたけれども、それぐらいの考え方をしてもいいのではないかなと

いうふうに、今はもう来年のことはスタートしていますからあれですけれども、今

後そういうふうな考え方もあってはいいのではないかなと思いますけれども、町長

はいかがお考えでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君）  貴重なご提言、大変ありがとうございました。私も時間の許す限

り通っておりますけれども、おっしゃるとおり、やはり人材が一番だと私思ってお

ります。そういうことでこれからまた地域おこし協力隊、今度４月から参りますけ

れども、その方、それからまたいろんな形で検討を重ねながら、今おっしゃるよう

な方法も一つの手法だと思いますので、それも含めてこれからどんどん検討しなが

ら、そしてまた何よりも赤字脱却を第一主眼として令和２年度頑張っていきたいと

いうふうに思っております。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あと質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 質疑なしと認めます。 
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    ２２ページの７款に移ります。７款商工費について説明を求めます。 

    産業振興課総括課長、小林浩君。 

〇産業振興課総括課長（小林  浩君） それでは、続きまして、７款商工費、１項商工費

についてご説明申し上げます。 

    ２目商工業振興費、１９節の負担金、補助及び交付金でございますけれども、合

計で５６９万円の減額補正をお願いするものでございます。これは、説明欄のとお

りの３つの事業を１年間の実績に基づきまして減額をお願いするものでございます。 

    続きまして、２２節補償、補填及び賠償金でございますが、交流駅に関わる建設

予定地で支障となる東北電力及びＮＴＴの電柱移転費用が確定いたしましたので、

２３０万３，０００円を減額しようとするものでございます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） ７款の説明が終わりました。 

    質疑を行います。質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） なしと認めます。 

             〔「休憩するべ」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） それでは、前の時計で２時１０分まで休憩します。 

               午後 ２時００分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 ２時１０分 再開 

〇委員長（田村せつ君）  それでは、ちょっと早いですけれども、休憩前に引き続き再開

します。 

    ２３ページ、８款土木費について説明を願います。 

    地域整備課総括課長、戸田沢光彦君。 

〇地域整備課総括課長（戸田沢光彦君）  ８款土木費、２項の道路橋りょう費、３目の道

路新設改良費でございます。１３節の委託料でございますけれども、内容は、町道

赤石峠小玉川線道路改良工事に伴う埋蔵文化財の調査委託料を１２０万円減額とす

るものでございます。これは、詳細調査は不要という教育委員会の判断があって減

額したものでございます。それから、もう一つが、町道下晴山貝喰線のり面崩落箇

所状況調査検討業務委託料１，１９７万９，０００円でございます。 

    それから、４目の橋りょう維持費でございますけれども、１５節の工事請負費、

町道屋敷青沢新畑線内野々橋橋梁補修工事でございますが、事業費確定により８１

５万１，０００円の減額とするものでございます。 

    次に、４項の下水道費については、下水道会計で説明いたします。 

    次が５項の住宅費でございます。２目の住宅建設費でございますが、１３節の委
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託料、新萩田２号団地（仮称）建設工事実施設計監理業務委託料として６６９万４，

０００円の減額をするものでございます。次に、１５節の工事請負費でございます

が、これも新萩田２号団地（仮称）町営住宅建設工事の事業費確定により７，８０

０万円を減額するものでございます。 

    以上、説明を終わります。 

〇委員長（田村せつ君） ８款の説明が終わりました。 

    これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

    中村委員。 

〇４番（中村正志君）  先ほど歳入のほうで質問させていただきましたけれども、考え方

が国の交付金事業等については、見込みとして、こっちの計画したものをそのまま

予算書に載せるというふうなことで、実際には国の交付決定によってこれだけの減

額しなければならないというふうなことのようですけれども、予算というのは、当

初予算というのは、当初の事業計画の裏づけとして予算があって、我々に３月議会

のときに、新年度の住宅の計画はこのようになっていますよというふうなのを説明

したと思うのです。多分これだけの減額になったということは、逆に言うと、いつ

の時点でか変更になっていることですよね、その住宅の事業計画が。予算も当然。

今ここにきてこういうふうな減額補正するというのは、ちょっと順番として果たし

ていかがなものかなという。 

    多分確かに見込みだからと言ったけれども、我々に対しての説明は、ちゃんと今

年度はこういうふうにやりますと、住宅何棟建てますとか、それの裏づけとしての

予算だったと思うのですけれども、一つ確認は、事業計画どおりの棟数が建ったけ

れども、予算は、それだけ使わなくて、これだけ減額になったのか一つ。 

    予算が減額になって交付決定されたので、事業計画を変更してやりましたという

のであれば、それの内容と、この２点について教えてください。 

〇委員長（田村せつ君） 地域整備課総括課長、戸田沢光彦君。 

〇地域整備課総括課長（戸田沢光彦君）  当初の計画は、長屋２棟、それから戸建て３棟

の予定でございました。昨年の５月ごろに国の内示をいただいたところでございま

す。その金額に基づきまして、できるその建物は、長屋１棟と戸建て５棟であれば

可能だなということで進めております。減額、例えば６月で減額をすればよろしい

のかも分かりませんけれども、その後何かしらの変更がある場合も出てきますので、

今の時期になっての減額補正ということでございます。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君）  私もちょっと前の計画が定かでなかったので、違っているのでは

ないかということは言えなかったのですけれども、去年の予算書を見れば、そうい

えば長屋が２とついて、３戸建てとなっていたから、今の話と同じです。というこ
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とは、住宅が３月の議会で我々に対して説明したのと、住宅の建て方が変わってい

ます。この住宅に関しては、町民とかなり直結している。住民の方がかなり関心が

ある内容だと思うのですけれども、そうすれば、やっぱり補正を、減額補正は、い

ろいろとあるから違うからしなければしなくてもいいのですけれども、やはりそう

いうふうな、前はこうだったけれども、今予算が国の交付税がそういうふうに内示

が正式決定されたので、事業計画を変更してこういうふうにやりますというのは、

どこかの場でやっぱりそういう前と後の話を説明する場があってしかるべきだった

のではないかなというふうに私思うわけですけれども、今後そのようにやっていた

だきたいなというふうに要望いたしますけれども、いかがですか。 

〇委員長（田村せつ君） 地域整備課総括課長、戸田沢光彦君。 

〇地域整備課総括課長（戸田沢光彦君）  長屋の部分については、議決事項でございまし

たので、その際に説明はしたと覚えておりますけれども、あと現地のほうも見てい

ただいたところでございますので、その辺でよろしくお願いします。 

〇委員長（田村せつ君） あとよろしいですか。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君） この関係は、入札結果表はもらったのだったか。 

             〔「もらいました」と言う者あり〕 

〇１０番（山本幸男君） もらった。うまくやったの。 

〇委員長（田村せつ君） あと質疑なければ、上山委員。 

〇１番（上山  誠君） 道路新設改良工の町道下晴山貝喰線のところの今後の予定という

か、調査いつ頃から入っているとか、状況、大体決まっていることについて教えて

いただきたい。 

〇委員長（田村せつ君） 環境整備担当課長、江刺家雅弘君。 

〇地域整備課環境整備担当課長（江刺家雅弘君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    いずれ竹谷袋地区の皆さんには、通行止めということで非常にご迷惑をおかけし

ているということは、十分理解しておるところでございます。早速早急に予算計上

して、即作業に取りかかりたいということで今臨時で予算のほうを審議していただ

いているところでございます。これからの予定につきましては、すぐ予算のほう成

立しましたら、まず、いずれ既存ののり面の地質をまず調査をいたしまして、調査

をして、どのような工法でのり面のほう復旧できるのか。その復旧工法の検討をし

たいと思っております。 

    それで、あとは復旧する工法が決まったら、その大まかな概算の予算まで、コン

サルのほうにお願いして、まず出していただきたいと思っております。例えば高額

な予算に達したというふうな場合は、例えば別なルートも少し視野に入れて、その

辺を総合的に判断して、早速、一番いいのは、安い金額ですぐ直せれば一番いいの
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ですけれども、ただ予定につきましては、その調査につきまして８月ぐらいまでか

かるのではないのかなというところで予想してございます。すぐ工事に取りかかれ

れば、また補正等の予算をいただいて、すぐ補修の工事のほうも進めたいと考えて

いるところでございます。 

    竹谷袋地区の皆さんのほうには、本来は、予定であれば、４月７日ぐらいに必ず

こういうふうな形で調査して、こういうふうな形で進めますよというような説明会

を、今予定しているところでしたけれども、今八戸のほうでもコロナウイルスも出

たということで、役場のほうでも４月６日頃をめどに様々検討するといっておりま

したので、その辺までちょっと状況を見ながら、説明会は、早いうちにまず、地元

の説明会は進め方について説明したいと考えているところでございます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） 茶屋委員。 

〇１１番（茶屋 隆君） 確認ですけれども、３目の道路新設改良費の町道赤石峠小玉川

線道路改良工事に伴う埋蔵文化財調査１２０万円の減額になっていますけれども、

これはもう予定どおりやって、全部終わって１２０万円が不用額、それともやられ

ないで余ったのか、確認ですけれども。 

〇委員長（田村せつ君） 環境整備担当課長、江刺家雅弘君。 

〇地域整備課環境整備担当課長（江刺家雅弘君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    この赤石峠小玉川線は、もう数年前から工事に入っておりまして、埋蔵文化の調

査も行っております。昨年の予算の段階で、もう少し詳細な調査が必要だというよ

うな意見をいただいておりましたので、予算を計上して調査費を取っておりました

けれども、今までの調査の資料等を検討した結果、再調査、詳細な調査は必要がな

いというところでございましたので、執行しないでそのまま、それは教育委員会さ

んのほうの調査員の見解でしたので、それに従って予算化したけれども、詳細の調

査が必要なかったということで減額したものでございます。 

〇委員長（田村せつ君） あと質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 質疑なしと認めます。 

    それでは次、１０款に移ります。１０款教育費について説明を求めます。 

    教育総務担当次長、工藤薫君。 

〇教育委員会事務局教育総務担当次長（工藤 薫君） １０款教育費、１項教育総務費、

３目教育振興費４７９万９，０００円の減額です。内容は、１９節の小中学校児童

生徒給食費助成金の１７９万９，０００円の減。次のページの育英奨学貸付基金元

本積立金の繰出金、この３００万円の減となってございます。 

    １０款の教育費、２項小学校費、学校管理費でございますけれども、委託料の減、
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９３万５，０００円減額です。廃校校舎照明器具内部ＰＣＢ撤去業務委託料を計上

してございましたけれども、直営で運転手兼環境整備員から蛍光灯の安定器の撤去

をしていただいたので、予算を減額するものです。 

    あと中学校費でございます。学校管理費１１０万円の減額、教育用タブレット機

器使用料の減額、額の確定で減額するものでございます。 

〇委員長（田村せつ君） 生涯学習担当次長、大清水一敬君。 

〇教育委員会事務局生涯学習担当次長（大清水一敬君） それでは、１０款の５項社会教

育費、５目の文化財保護費についてご説明します。１，０２１万４，０００円の減

額ということで５３７万１，０００円の金額になります。主なものとして、印刷製

本費のところですが、赤石沢調査に係る報告書の減額になります。それからあと、

賃金、それから委託料、使用料等につきましては、民間受託発掘調査に係る金額に

なります。こちらのほうについては、当初で計上しておりましたが、民間受託発掘

調査については、今年度については調査の実績がないということで、不用減額する

ものでございます。 

〇委員長（田村せつ君） 教育総務担当次長、工藤薫君。 

〇教育委員会事務局教育総務担当次長（工藤  薫君） 保健教育費、保健体育費、２目学

校給食費１００万円の減額です。これは、給食の賄い材料費を減額するものでござ

います。 

〇委員長（田村せつ君） 続けて、生涯学習担当次長、大清水一敬君。 

〇教育委員会事務局生涯学習担当次長（大清水一敬君）  ３目体育施設費になります。２

１６万円の減額となります。賃金と、それから需用費で光熱水費、体育施設等の光

熱水費の不用額の減額ということになります。 

〇委員長（田村せつ君） １０款の説明が終わりました。 

    これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  最初に、この予算書の全般についてお聞きします。この増減額

のところなのですが、金額が１００万円以上というか、１００万円以上ぐらい、お

おむねの増減だけ載せているのですけれども、これは何かそういう基準、例えば１

０万円とか、２０万円とか、そういうふうなのは外していくのでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 総務課総括課長、吉岡靖君。 

〇総務課総括課長（吉岡  靖君） この補正予算に当たっては、各課からは１万円以上の

不用額が見込まれる場合は、予算要求というのですけれども、をするようにという

ふうなことで言われておりますけれども、あまりにも少額なものを全部載せると、

この補正予算書も非常に当初予算と同じぐらいのボリュームになりまして、逆に見

づらくなる部分があるだろうというふうなことで、減額幅の大きいものを計上させ



- 48 - 

ていただいております。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。あと教育費について何か質疑。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  ２３ページ、教育振興費の負担金、補助及び交付金、小中学校

児童生徒給食費助成金について、これは期限内に全額給食費を納めた人に助成金を

払う予算が残った分を今減額するものと思うのですが、今年度、この助成金をもら

えない保護者は何人ぐらいいるのですか。 

〇委員長（田村せつ君） 教育総務担当次長、工藤薫君。 

〇教育委員会事務局教育総務担当次長（工藤  薫君） もらえないといいますか、年度内

に納入していただければ、対象者になります。現在８名の方がまだ未納の方がおり

ます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  ということは、あとの人たちが３月３１日までに納入、未納が

あれば、助成金はいかないということですよね。 

〇委員長（田村せつ君） 教育総務担当次長、工藤薫君。 

〇教育委員会事務局教育総務担当次長（工藤 薫君） 担当のほうからは、年度内という

ふうなことで、出納整理期間にはお支払いできるような格好にしたいということで

す。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君） 出納整理期間内を越えてしまうと、助成金はいかないのですか。 

〇委員長（田村せつ君） 教育総務担当次長、工藤薫君。 

〇教育委員会事務局教育総務担当次長（工藤  薫君） 先ほども申したのですが、年度と

は３月３１日という捉え方をしてございます。 

〇委員長（田村せつ君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君） ちょっと今私、児童生徒が何百人なのだかちょっと分からない

のですが、その中の８人か、もうちょっと減るかもしれませんが、その方々にはま

ず３月３１日までに納めないと、助成金はいかないということだと思うのです。そ

れで、小学生を持っている保護者の方から、何人かから聞きました。小学生という

のも連れて歩いている子供を見ると、３人だったり、４人だったりするのですが、

後で助成金が来ますよねと言えば、はいと言って、最初から、後で助成金が来るの

ではなくて、最初から引いた分を納めるのと、後ではい、あなたはよく納めました

と助成金をもらうのとどっちがいいですかと言ったら、それはもちろん最初が少な

いほうが助かりますよということだったのです。ですから、せっかくあげるのだっ
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たら、助成金を引いた額で納めてもらうと。いろんな考え方があるようですけれど

も、その応援するという立場からいくのであれば、そういうほうが私はいいのでは

ないかと思うのですが、もちろん町長の公約の第一番目が保育園、幼稚園、小中高

生の給食費全額無料というのがありますので、それが来年度から実現すればいいの

ですけれども、何か先ほどから聞いていると、総合的に判断してということで、ち

ょっと来年度もどうなのかなとはちょっと思ったりしますけれども、減額した分で

払うというのは、どうなのでしょうか。やっていただきたいと思います。 

〇委員長（田村せつ君） 教育委員会事務局総括次長、堀米豊樹君。 

〇教育委員会事務局総括次長（堀米豊樹君） ご質問にお答えします。 

    今教育委員会で行っているのは、給食費の助成というものでございます。それで、

最初からとなると、割引ということになると思います。今、本来は、給食費という

のは、お子様が召し上がるものなので、召し上がるものとしては、本来は全額、１

００％、召し上がる方の負担というふうな考え方で、ただそれに対して助成を行っ

ていくということでございます。 

    その助成を行うということについては、やっぱり本来は食べていただいた方から

払っていただくというものがあるものですから、払っていかなければならないので、

完納した方に助成をするという現在の考え方でございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  その説明は何回も聞きました。それを変えてほしいというのが

私の発言でした。 

〇委員長（田村せつ君） 今のは要望ですね。 

〇３番（江刺家静子君） そうですね。 

〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 

    中村委員。 

〇４番（中村正志君）  給食費の話が出たので、ちょっと確認で、ここで減額している１

７８万円というのは、もしかして３月に休校になった分での減額の補正なのかを確

認したいのですけれども。 

〇委員長（田村せつ君） 教育総務担当次長、工藤薫君。 

〇教育委員会事務局教育総務担当次長（工藤  薫君） 一斉臨時休業によるものもありま

す。中学校は８日間、あと小学校は１１日間の給食がございませんでしたので、そ

の分の食数分に対する助成金は減額されることになります。 

             〔「それがここの金額」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君）  いや、そうではございません。大体、この金額の算出は、大体
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対象者が小学校は２９５人、中学校は１７０人で、そのほかが対象者となっていま

す。就学援助費や特別支援就学奨励費をいただいている方を除いた人数で、その方

々が食べた給食数に対するものを差し引いております。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。 

    中村委員。 

〇４番（中村正志君）  さっきの議論、話を聞いていると、助成金は年度内に給食費を納

めた人に助成金をあげます。それから、後から助成金をおあげするということと、

まだ３月３１日まで完納する人は確定していない段階でこれを出すという分には、

もしかしたらその３月のコロナで休校になった分の金額なのかなと、こう思ったの

ですけれども、違うようですね。 

             〔「はい、見込みで」と言う者あり〕 

〇４番（中村正志君） 見込み、納めない見込みですか。 

             〔何事か言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。あと。 

    舘坂委員。 

〇６番（舘坂久人君）  今の給食費の関係ですが、一斉休業をやったわけですが、テレビ

とか報道等で見ていれば、その給食センターに納入業者が、急に休校になったとい

うことで、何か納入業者が、牛乳とか食材を納められなくなったということで、非

常に困った、困ったというふうな報道がありましたが、軽米にはそういった何か問

題とか、そういうのはなかったですか、いかがですか。 

〇委員長（田村せつ君） 教育委員会事務局総括次長、堀米豊樹君。 

〇教育委員会事務局総括次長（堀米豊樹君） 舘坂委員さんのご質問にお答えします。 

    臨時休業ということで、今回の休業は急だったもので、まず給食センターのほう

からは、３月分の発注済みのものはキャンセルさせていただいたと。そこで、まず

結果的には問題が起きませんでした。キャンセルしたものについては、その業者の

ほうでまた引き取って、これから４月、５月の給食の材料にしていただくというふ

うなことになっております。結果的に問題は起きておりません。 

             〔「牛乳、牛乳」と言う者あり〕 

〇教育委員会事務局総括次長（堀米豊樹君） 牛乳、牛乳の質問でしたか。 

             〔何事か言う者あり〕 

             〔「全てのもの」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君）  少しお待ちくださいということですので、ではそのほかに質疑

ありませんか。 

    山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  先ほどの江刺家さんの答弁、給食費助成、年度末まで、それか
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ら年度出納閉鎖期という話も出た、年度末までに納めないと、あるいは出納閉鎖期、

５月末だかまでに納めないと、助成がもうできませんよと。丸々滞納になって全額

納めてもらわなければならないというように、まず両者から質問が出たときに結論

が出たような感じがしますが、それはうまくなかべ。教育長、それで答弁確定です

か。将来的にもまず滞納で１年、２年繰越になるかもしれませんが、やはり助成す

る分については、やっぱり生かして、一旦納めてもらう、そのかわり助成は、年度

が終わっても返していくというようなことでないと、子供も親もかわいそうだよね、

教育長、町長、どうですか、その見解。 

〇委員長（田村せつ君） 教育委員会事務局総括次長、堀米豊樹君。 

〇教育委員会事務局総括次長（堀米豊樹君）  こちらの説明の仕方が悪かったのかも分か

りません。申し訳ございません。３月３１日までに納めていただくということでご

ざいます。３月３１日までに納めていただいて、その結果、事務手続で助成をする

のは、出納閉鎖期間内ということでございます。 

             〔「いや、納めないのは」と言う者あり〕 

〇教育委員会事務局総括次長（堀米豊樹君）  ３月３１日までに納めない場合は、助成は

ございません。 

             〔何事か言う者あり〕 

             〔「おたくで答えられないのであれば、教育長、 

               町長から」と言う者あり〕 

             〔何事か言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 教育長、菅波俊美君。 

〇教育長（菅波俊美君）  私も考え方は同じでございます。総括の話したとおりのことを

私も申し上げることになります。助成でございますので、子供たち学校に関わると

きにも、教育には相当かかります。その中でもできるだけ経済的な負担を少なくし

たいという趣旨で教育助成、給食費に対しての助成が若干出ているというふうに思

います。その助成に対する考え方については、総括が申し上げたとおりでございま

すので、そういった形でこれまで続いてまいりました。また、別な形というお話も

いただいたのですが、またそれは一つの提案というふうな形になろうというふうに

は思っております。これまで行ってきた形をご理解いただきたいというのが私の考

え方でございます。 

             〔「町長の考え方、町長も」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君）  いろいろな事情、経済的な状況、様々想定されますけれども、い

ずれ経済的に困窮といいますか、大変な方々は、それなりにまた、それはそれとし

て対応しておるところでございますし、そういった方以外には、このような未納と
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申しますか、あるというふうに私は理解しておりますので、何とかご理解をいただ

いて、３月３１日までぜひ納入していただくように働きかけながら流れを見ていき

たいと思います。結果的に、そうならないということになるのであれば、やはり課

長、教育長が答弁のとおり私もそのような考えであります。 

〇委員長（田村せつ君） 山本委員。 

〇１０番（山本幸男君）  給食は毎日食べる、自分たちの食べる給食費を払えないという

ような状況はまず大変と厳しい、様々の事情があってのことだと思います。そんな

面で、そこの３月３１日までに納めなかったことについては、もう助成がないのだ

というふうな考え方でなく、様々救済する、延納の、延納といいますか、延納の手

続をとるとか、分割の支払いをするとか、というふうな様々な手立ても必要だと。

また、子供の世界にそういう差別といいますか、実態が子供たちに出ないような配

慮とかというふうなことは、私は絶対必要だと思います。そんな面では、８人の子

供たちの家庭については、よく分かりませんが、その助成を生かすような方法、先

ほどしゃべったような分割とか、延納の願いとかというふうなこともすれば、様々

なことが助成できますよというようなことで、もう少し頑張ってみたらどうですか。

教育長、町長。 

〇委員長（田村せつ君） 教育委員会事務局総括次長、堀米豊樹君。 

〇教育委員会事務局総括次長（堀米豊樹君） 質問にお答えします。 

    給食費については、実際払えないというか、払わないというか、払えない、結局

納入していただけないご家庭もいるわけでございますが、経済的に恵まれないとい

うか、貧しいようなご家庭につきましては、要保護とか、あと就学支援とか、そう

いった給食費の助成とは別のことも行っており、それについて、相談というのも行

っておりますので、そちらのほうとか、様々で困った方々というのも言葉遣いが正

しいかどうか分かりませんが、そういう方々についても、ある程度ご相談しながら、

まず進めていっているという状況ですので、そのあたりで給食費のことで助成につ

いてご理解がいただけないかも分かりませんが、そういうこともやっているという

ことも説明させていただきまして、ご理解をいただきたいと思います。 

             〔「意味が分かんない、おたくがしゃべってるの 

               意味がよく分かんない」と言う者あり〕 

〇教育委員会事務局総括次長（堀米豊樹君） どのあたりがですか。 

             〔「初めから」「委員長、休憩して、ちょっと」 

               と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 休憩します。 

               午後 ２時４５分 休憩 

――――――――――――― 
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               午後 ２時５０分 再開 

〇委員長（田村せつ君） 再開します。 

    あとよろしいですか、この件については。 

             〔「はい」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） それでは、この件については、いろいろ問題があると考えてい

ただくということで。もし次が、中村委員。 

〇４番（中村正志君）  文化財保護費の関係で、何かさっきの中で民間委託というふうな

言葉、それでもう必要なくなったとかというふうな何かあったのですけれども、今

現在の文化財の発掘調査関係の仕事のやり方というのは、今までと変わってきたの

か。全部直営で、直営というか、教育委員会の学芸員がまず調査していたように感

じられるわけですけれども、それを分配して、民間に委託できる分は民間に委託す

るというやり方に変わってきているものなのか、ちょっとその辺の状況がいまいち

よく分からないのですけれども。 

〇委員長（田村せつ君） 生涯学習担当次長、大清水一敬君。 

〇教育委員会事務局生涯学習担当次長（大清水一敬君） お答えします。 

    民間委託ではなくて、民間受託ということで、具体的に言えば、太陽光関係とか、

ぽっと入ってきて、それを受けたのを予算化しておいて、そしてすぐ対応できるよ

うにと。その部分については、歳入で、雑入で見るという部分でやっておりました

けれども、今年の分については、実績がないということで、その分の予算を不用減

額するということになります。 

    従来どおり、文化財の調査については、学芸員が道路の改良や開発行為などの遺

跡調査をしたりということではやっております。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君）  それでは、賃金の調査作業員６６５万円と、その民間受託のほう

とは全く切り離して考えるというふうなことですか。 

〇委員長（田村せつ君） 生涯学習担当次長、大清水一敬君。 

〇教育委員会事務局生涯学習担当次長（大清水一敬君）  賃金の６００万円の中で３００

万円ぐらい、半分よりちょっとは、その受託のほうに向けています。そして、あと

もう一つのほうは、上のほうの共済費等もありますけれども、臨時職員の部分での

作業員の賃金も含まれて６００万円ということになっております。学芸員をお願い

をするということで見ておりますが、というのが含まれておりますので。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君）  では、別な話。せっかく出ていたので、廃校の校舎の関係で、も

う廃校になってから６年ぐらいたつかと思うのですけれども、廃校になってから、
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各学校にある備品等の状況はどうなっているのかなという、ある方には、何かあそ

こにあったテレビとか何かというのを町民の方にオークションとか、何かで分配し

てもらえないかなとか、そういう話もあったりしているのですけれども、何かそう

いう話は、今までこの６年間の中でなかったなと思ったりしているのですけれども、

その辺の備品関係の処理というか、処分というか、それはどのようになさっている

のか。また、今現在まだ手をつけていないで、まだ使えるようなものがあったら、

今後どのように考えているのか、ちょっとお伺いしたいのですけれども。 

〇委員長（田村せつ君） 教育総務担当次長、工藤薫君。 

〇教育委員会事務局教育総務担当次長（工藤  薫君） 廃校舎にある備品の類いですけれ

ども、３年ほど前に机、生徒用の机を欲しい方というので受け付けまして、処分し

たこともあります。あと、体育用具に関して、高校さんのほうでこういうものがあ

ったらというふうな要望がありましたので、それでちょっと差し上げたものもござ

います。あとの部分については、ほとんどその学校にあるものと思っておりました。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君）  そのほかのものは、学校にあるものと思っているということは、

使えるものがまだ埋もれているということですね。活用できるものを活用しないで

いるということで、活用する方法を考えてもいいのではないですか。 

             〔何事か言う者あり〕 

             〔「休憩」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 休憩します。 

               午後 ２時５５分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 ２時５７分 再開 

〇委員長（田村せつ君） 再開します。 

    あとありませんか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君） ２４ページの一番上の繰出金、奨学金の３００万円の減額です

けれども、繰出金の３００万円の減額です。これは、積立なので減額しなくてもい

いかなと思ったりするのですが、なぜ減額したかということと、あとは奨学金をよ

その町村では、例えばお医者さんになって軽米に戻ってきて３年とか仕事をするの

であれば返さなくてもいいとか、看護師さんとか、職種によって返さなくてもいい

奨学金設定しているのですが、そのようなものを考えることはないでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 教育総務担当次長、工藤薫君。 

〇教育委員会事務局教育総務担当次長（工藤 薫君） 減額について内容でございますけ

れども、予算的には、元本積立用の繰出金１，０００万円とってございまして、今
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回７００万円を積み立てて、３００万円を減額するものですけれども、本年度は、

もう希望者は、借手希望者が７人と少なかったものですから、いつもより少なくて、

まずその分積み立てておけばいいのかなというふうなことで３００万円減額しまし

た。 

    あと、奨学金を借りている方の返済については、免除する規定がございませんの

で、今のところは戻してもらうというふうな。 

〇委員長（田村せつ君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君） 衛生費とか、民生費のところでも保健師さんとか、専門職がな

かなか採用できないということでした。保健師になって軽米町に来て、３年なり、

５年なり勤めてもらえれば返さなくてもいいという、そういうのをつくってほしい

というのが私の要望です。保育士とか、よその町村にはそういう例があります。参

考にしていただきたいと思います。 

〇委員長（田村せつ君） 要望ですね。 

    あとございませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 質疑なしと認めます。 

             〔「委員長、私が聞いたのを答えて」と言う者あ 

               り〕 

〇委員長（田村せつ君） 失礼しました。 

    教育総務担当次長、工藤薫君。 

〇教育委員会事務局教育総務担当次長（工藤 薫君） 牛乳の関係でございますが、キャ

ンセルできたということで、奥中山の牛乳なのですが、そちらのほうの話もこうし

たとか、ああしたとかということが来ませんでした。まず、苦情というか、そうい

うふうなのも入っていないということで、２月２８日に、３月２日休校というふう

なことでやるということで２月２８日にキャンセルしたものでございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「いいです」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  学校給食費の原材料のキャンセルということ、２月末にキャン

セルしたから、特に問題はなかったと。キャンセルする側は問題がなかったと思い

ますけれども、されたほうはどうだったのでしょうか。もう献立が決まって、取り

あえずその数日間分は、契約している方は、仕入れてきていたったと思うのです。

例えば野菜なんかも多分用意していたったと思うのですが、それがいきなりキャン

セルということで、こちらはキャンセルという一言でなるのですけれども、断られ

たほうは、それはすごく大変だと思います。缶詰だったら来月でもということもあ
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ると思うのですけれども、来月という話になると、今度は年度が変わりますので、

また業者の入札とか、そういうのが毎月、毎月。あれ変わるではないですか。その

辺のことも考えて、本当は、その業者さんにそのことについて補償すべきこともあ

ったのではないかと思うのですけれども、業者の方に、ただ電話で給食はなくなり

ましたからと、ただキャンセルと、それで終わっているのでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 教育総務担当次長、工藤薫君。 

〇教育委員会事務局教育総務担当次長（工藤  薫君） 給食の材料調達、それから納入す

る業者さんは、毎月見積もり合わせを行って決定してございますけれども、その中

には、キャンセルしたときに、異議申し立てはできないみたいなことでやってござ

いまして、それでもう２月下旬にキャンセルしたときには、モヤシが、まず納入す

る方が、もう仕入れたわけなのですが、一斉の臨時休校ということで、そのモヤシ

の卸元の会社が引き取ってくれたということで、実損がなかったような話です。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。あとありませんか。 

    中村委員。 

〇４番（中村正志君）  関連して、そういうふうな損害に関して国で補償するという報道

があったような気がするのですけれども、だからもうそれで終わりだよではなく、

キャンセルして損害の額をある程度記録しておいて、後でそういうのが国から来た

ときに出すという考え方はしていないのですか。というのは、はっきりしたことは、

いずれ安倍総理大臣がそういうふうな話をしていましたよね、損害に対する補償も

するという。でも、教育委員会等で、それは損害はなかったと言えば、もう何もな

いです。でも、中には、やっぱりあると思っていれば、そこら辺をやっぱり聞き取

りをして、ある程度の数字は記録しておくべきではないのかなという気がするので

すけれども、いかがですか。 

〇委員長（田村せつ君） 教育委員会事務局総括次長、堀米豊樹君。 

〇教育委員会事務局総括次長（堀米豊樹君）  軽米教育施設運営会のほうで事務を執って

おるのですが、軽米教育施設運営会と、その業者の間での業者への損害はなかった

ということでございます。 

    あと国のほうの制度というのが、よく私も分からないのですが、例えば教育委員

会のほうで軽米教育施設運営会のほうで業者に頼んで、その業者が何らかの損害を

国とやったときに、軽米教育施設運営会のほうでは、その業者が損害がなかったと

いうのは、どういうことなのか、まずその辺もちょっとまだ分からないので、何と

も対応の仕方がよく分からないわけですが、今中村委員のおっしゃった休校に係る

ときのいろいろなことの記録ということについては、給食に限らず記録はできるだ

けとっておりますので、そういうことで対応させていただいております。 

    以上です。 
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〇委員長（田村せつ君） あとよろしいでしょうか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） なければ、議案第１号の質疑は終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第２号の審査 

〇委員長（田村せつ君）  次に、議案第２号 令和元年度軽米町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

    議案第２号について当局の説明を求めます。 

    町民生活課総括課長、川島康夫君。 

〇町民生活課総括課長（川島康夫君）  議案第２号につきましては、お手元に配付済みの

１枚ものの資料で説明したいと思います。 

    まず、資料左側歳入でございますが、１款の国民健康保険税につきましては、調

定額確定によります減額補正です。それから、５款の県支出金、それから８款の繰

入金等につきましても、交付見込額確定によります減となってございます。 

    それから、歳出でございますが、総務費、それから保険事業費と、いずれも不要

減による減額です。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませ

んか。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  収納率は、まだ３月末ではないからどうなのでしょう、下がっ

ていますか、上がっていますかということと、あと私、令和元年度の議会で何回か

短期の保険証ということについて質問していますけれども、短期保険証の発行基準

というのがあるかどうかお聞きします。 

〇委員長（田村せつ君） 税務会計課総括課長、小笠原亨君。 

〇会計管理者兼税務会計課総括課長（小笠原  亨君） 収納率につきましては、大体前年

度と同じ程度で推移しておりまして、出納閉鎖５月ですので、最終的に去年は９６．

５％までいきましたので、そこまでは収納率で徴収をしたいなというふうに思って

おります。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいでしょうか。あとありませんか。 

    はい。 

〇町民生活課総括課長（川島康夫君）  短期被保険者証の発行に係る要綱等はございます

が、申し訳ありません。私、詳細を読んだことがありません。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    江刺家委員。 
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〇３番（江刺家静子君）  発行基準というのは、もらえればもらいたいのですけれども、

盛岡市の場合は、短期保険証を発行していないわけではないということなそうです。

発行して、１回相談に来て、こういうふうな計画で納めるように頑張りますという

ふうな誓約書を書けば、普通の保険証に切り替えているということです。それによ

ってどうなったかというと、収納率は２％ぐらい上がったそうです。びりびりとい

じめるか、優しくして頑張ってもらうかという、先ほどのちょっと給食費にもちょ

っと似たような感じなのですけれども、発行基準というの、今日はいいですけども、

後で見たいと。 

〇委員長（田村せつ君） 町民生活課総括課長、川島康夫君。 

〇町民生活課総括課長（川島康夫君）  短期被保険者証の交付に関する要綱等はございま

すけれども、ちょっと私、詳細を読み込んでいないので、はっきりはお答えできな

いのですが、いずれ滞納分があれば、短期保険証に切り替わるということです。私

のほうでもその分納誓約等をしていただければ、通常の保険証に戻しているという

取扱にはなっています。 

〇委員長（田村せつ君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  その発行基準というのがあれなのですか、ずっとその人がそこ

の世帯に病院にずっと通わなければならない人がいるとか、子供がいるとか、そう

いう場合は発行しないということになっていないですか。読んでいないということ

であれなんですけれども。 

〇委員長（田村せつ君） 税務会計課総括課長、小笠原亨君。 

〇会計管理者兼税務会計課総括課長（小笠原  亨君） まず、納税相談というので一番私

たちが大事にしているのは、その家庭が今どういう状態なのかということをまず知

らなければならない。世帯の状況とか、健康状態、あとは仕事とか、収入面のとこ

ろ、どういうふうになっているのかということを知りたい。その中でどうして、で

は納められないのかなというふうなのをまず私たちも把握したいということで、残

念ながら納めていただけない方に対して納付相談をまず持ちかけるわけです。その

中で、こういう状況だという話を聞いて、それでは減免しますよと、そういうこと

は言えませんので、ではしからば今の状態でどれくらい毎月欠かさずに納めてもら

えるのかということをまず、その方に決めてもらって、それでの誓約をしていただ

きたい。 

    納付誓約をして、ずっとそういうふうに約束どおりに納付していただければいい

のですけれども、残念ながら途中で納めていただけない、あるいは応答もしてくれ

ない。そういう方に関しては、残念なのですが、滞納処分ということを考えて調査

をしたりして、そういうふうな形で決してこちらから一方的にこの分毎月納めなさ

いと、そういうふうな強いあれで納付をさせているわけではありません。あくまで
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も、その家族の状況で月幾らぐらい可能なのかという、ちゃんと確認をした上で納

付させていただいております。 

〇委員長（田村せつ君） 江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君） いろいろ事情を聞いて相談に乗ってということなのですが、そ

れで相談に乗った結果、普通の保険証に切り替わるということもあり得ますか。納

めない限りは駄目ですか。 

〇委員長（田村せつ君） 税務会計課総括課長、小笠原亨君。 

〇会計管理者兼税務会計課総括課長（小笠原 亨君） ３か月に１回更新がありますので、

残念ながらそのときまで完納できないと、短期保険証は継続していただいて、完納

した時点で元の保険証に戻してあげるというふうにしております。 

〇委員長（田村せつ君） あとありませんでしょうか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） それでは、質疑なしと認めます。 

    第２号を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第３号の審査 

〇委員長（田村せつ君） 議案第３号 令和元年度軽米町下水道事業特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

    議案第２号について当局の説明を求めます。 

    地域整備課総括課長、戸田沢光彦君。 

〇地域整備課総括課長（戸田沢光彦君）  それでは、予算書の２ページをお開きいただき

たいと思います。第２表、地方債の補正ということでございますけれども、補正前

の額が限度額、下水道事業の特定環境保全公共下水道事業でございますけれども、

補正前の限度額が２，７５０万円だったものを限度額２，３７０万円とするもので

ございます。これは、事業費の確定により、減額とするものでございます。 

    次に、４ページをお開きいただきたいと思います。歳入ですけれども、４款繰入

金、１項の他会計繰入金でございます。これは、先ほど一般会計で下水道事業会計

のときに説明しますといったものでございます。一般会計の繰入金として５８８万

９，０００円を減額するものでございます。これは、事業費確定による減でござい

ます。 

    次に、７款町債でございます。下水道事業債３８０万円の減とするものでござい

ます。これも事業費確定による減とするものでございます。 

    次に、歳出でございますが、２款の公共下水道費、１項公共下水道施設費、１目

の施設管理費、補正額が２３２万１，０００円の減額とするものでございますが、

これは１３節の委託料で浄化センターの施設管理運営委託料を減額するものでござ
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いますが、事業費の確定による減でございます。 

    それから、２款の公共下水道費、２項公共下水道整備費、１目の公共下水道整備

費でございます。２節の給料と３節の職員手当でございますが、給料が１１２万３，

０００円の減。それから、職員手当につきましては８９万３，０００円の減でござ

います。これは、台風１９号で被災した田野畑村に職員を派遣してございます。１

１月から１月まででございますが、その間の給料については、一般会計のほうで見

たということで下水道会計から減額するものでございます。 

    それから、１５節の工事請負費でございますけれども５３５万２，０００円の減

でございます。これは、管路施設工事の工事費確定による減でございます。 

    以上、ご説明申し上げます。 

〇委員長（田村せつ君） 説明が終わりました。 

    質疑に入ります。質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） なしと認めます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第４号の審査 

〇委員長（田村せつ君） それでは次に、議案第４号 令和元年度軽米町介護保険特別会

計補正予算（第５号）を議題といたします。 

    説明を求めます。 

    健康福祉課健康づくり担当課長、角田貴浩君。 

〇健康福祉課健康づくり担当課長（角田貴浩君）  それでは、令和元年度軽米町介護保険

特別会計補正予算について説明いたします。 

    事前に配付した１枚ものの資料をお願いします。まず、歳入につきましては、７

７４万９，０００円の減となっております。こちらについては、介護事業の廃止と

いうことで進めてまいりまして、年度途中で利用者、事業所の移行とか進めていた

関係でサービス収入等が減になったものが主な要因でございます。 

    繰入金につきましては、歳入歳出の差額分を２９７万円計上しております。 

    歳出につきましては、歳入と同額の７７４万９，０００円の減となっております。

主に嘱託職員の人件費等の減が主なものでございます。 

    説明は以上です。 

〇委員長（田村せつ君） 説明が終わりました。 

    質疑ありませんか。 

             〔「ありません」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 質疑なしと認めます。 

    議案第４号を終わります。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第５号の審査 

〇委員長（田村せつ君） 次に、議案第５号 令和元年度軽米町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。 

    ５号について当局の説明を求めます。 

    町民生活課総括課長、川島康夫君。 

〇町民生活課総括課長（川島康夫君）  これにつきましてもお手元に配付済みの１枚もの

の資料によって説明したします。 

    １款の後期高齢者保険料でございますが、調定額が確定したことによります増額

補正となります。 

    それから、３款の繰入金につきましては、事務費、それから事業費確定等による

減額補正となります。 

    それから、今回は、４款の繰越金を２７万４，０００円増額補正させていただき

ました。 

    次に、歳出でございますが、２款の後期高齢者医療広域連合納付金４１９万２，

０００円の増額補正等をしたものでございます。 

    以上です。 

〇委員長（田村せつ君） 説明が終わりました。 

    質疑に入ります。質疑ありませんか。 

             〔「ありませんと言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 質疑なしと認めます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎総括質疑 

〇委員長（田村せつ君）  本特別委員会に付託されました議案５件の個別審議が終わりま

した。これまで審査した議案５件について、総括的な質疑を行います。質疑漏れご

ざいませんか。 

    中村委員。 

〇４番（中村正志君） 先ほど質疑の中で私、全てを網羅した発言をしていなかったので、

会計年度任用職員の再生可能エネルギー室の臨時募集の関係で専門員ではないので

はないかというふうなことを言っていましたけれども、私も募集要項を持ってきま

したので、それを見たら、確かに職種、専門事務１人というふうなことを書いてい

ました。果たして臨時職員に専門事務という人が、どういう人なのかなというふう

に、 一般町民の人たちが働きたいなと思ったときに、専門事務って何の資格を持っ

ていれば、専門事務やれるのかなというふうに普通思うのではないかなというふう

に思って、募集はもう終わったようですけれども、何かこの募集の仕方としてちょ
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っと違和感を感じるのですけれども、ちょっと何か一般の人たちが入り込めないよ

うな雰囲気を感じるのですけれども、いかがでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 再生可能エネルギー推進室長、福田浩司君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君） ただいまのご質問にお答えします。 

    資格のほうで一般的なものでございますけれども、普通自動車免許あるいはパソ

コン操作、そういうことを掲げております。職種としては、事務の補助的なものと

いうことで専門事務という表現を使わせております。 

             〔何事か言う者あり〕 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君） 専門事務ということで、事務ですね。 

             〔「一般事務でしょう」と言う者あり〕 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君）  一般事務になりますが、一応経験といい

ますか、企業誘致あるいは雇用確保等で、やはり経験、そういったこと等も要しま

すので、専門事務という表現にさせていただいております。 

〇委員長（田村せつ君） 中村委員。 

〇４番（中村正志君）  今経験と言いましたけれども、役場職員でないと経験できないの

ではないですか。ということは、もう役場職員に限定したというふうなことではな

いの。もう決まっていることでしょう。全く関係なく軽米にいて、今仕事がないの

で、何か働きたいなと思った人は応募できないということですよね。でも、会計年

度任用職員というのは、今年はフルタイムというのはないと言っていましたけれど

も、何かそういう趣旨には反するのではないかなという気がしますけれども、一般

町民として誤解するのではないですか。いかがですか、これは募集の仕方、ちょっ

といかがなものかなと思うのですけれども。 

〇委員長（田村せつ君） 再生可能エネルギー推進室長、福田浩司君。 

〇再生可能エネルギー推進室長（福田浩司君） お答えします。 

    専門事務という表現になっておりますけれども、やはり、民間の方でもこういっ

た企業誘致あるいは雇用確保対策などに係る業務で経験あるいは専門的な知識を有

した方ということでご理解いただければと思います。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

             〔「いいです」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） あと総括。 

    江刺家委員。 

〇３番（江刺家静子君）  基金のことなので、すみません、さっき要望と言ったのですけ

れども、町長さんの考えをお聞きしたいと思います。奨学金のことです。 

    本当にこれから専門職、専門職というと、保健師さんとか、これはある方が言っ

たのは、お医者さんになるための学校、そのときとか、保健師さんとか、看護師さ
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んとか、なかなか人を探せないという職業で、軽米に来て勤めたら奨学金は返さな

くてもいいよというのを考えていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇委員長（田村せつ君） 町長、山本賢一君。 

〇町長（山本賢一君）  私も今専門職、資格のある方だけでなくて、一般の職員に関しま

しても、なかなか今景気がよくなって優秀な方がなかなか受けてくれないというと

ころでありますので、いろんなこれは役場の職員だけではなくて、いろんな意味で

やっぱり町で活躍してくれる、これからの若い人たちが、やはりこの町に帰ってき

て住んで活躍してくれるというような機会というか、つくることは非常に大事だと

思っております。そういう意味でも、例えば奨学金で就学されて、町に帰って５年、

６年経過して、そこの町に住んでいただければ、半額免除あるいは全額免除という

ような形も、これは非常に将来的には考えなければいけないなというふうな私は今

考えは持っております。そういうことで、これもやはり子育て政策の中でしっかり

と検討しながら財源確保に努めて、そういう検討をしてまいりたいと思います。 

    以上でございます。 

〇委員長（田村せつ君） よろしいですか。 

    茶屋委員。 

〇１１番（茶屋 隆君） それでは、要望になるかもしれませんけれども、実は役場を退

職すれば再任用職員ということで、確かに経験もあって、今早急に活躍していただ

くためには、非常にいいのかなと思います。会計年度職員ということで働き方も変

わって報酬的、お金、給料も多くなるということですけれども、基本的には、やは

り新採用の職員をもうちょっとこれから考えていく、あとは年代別のところで前、

１２月にも一般質問しましたけれども、そういったいびつな形になっています。人

数がいないところもある、やっぱりそういうことを考えれば、本当にしっかりと計

画的にやっていかなければ、今日の人事異動のこれを見ました。若い人も辞められ

ています。そういった現状があるということをしっかりと捉えていかなければ、こ

れから大変だと思いますので、考えてはいらっしゃると思いますけれども、特に今

の子供たち、若い子たちは、特に最近ですけれども、私たちのあたりでは役場職員

になれば、もう一生いいのだ、そういうふうな感覚でしたけれども、今はもう入っ

て、嫌であれば辞める、別に行くところがある、そういう時代になってきています

ので、その辺どういうふうな形でやっていけばいいのかは、総務課長、ちゃんと考

えていると思いますけれども、そこら辺はみんなで協力してやっていかなければい

けないのかなと思いますので、しっかりと対応していただきたいとご要望を申し上

げまして終わります。 

〇委員長（田村せつ君） 要望でよろしいですか。 

             〔「はい」と言う者あり〕 
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〇委員長（田村せつ君） あとございませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） それでは、質疑なしと認め質疑を終了いたします。 

    長時間にわたりありがとうございました。 

    それでは、これからまとめに入りますので、当局の方は退席願います。長時間あ

りがとうございます。 

             〔当局退席〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１号から議案第５号の討論、採決 

〇委員長（田村せつ君） それでは、まとめに入りたいと思います。 

    討論される方ありますか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 反対の議案は。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） それでは、採決です。 

    討論がなく、反対の議案がないようですので、全員一致での簡易採決、全議案可

と決してよろしいでしょうか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

〇委員長（田村せつ君） 異議なしと認めます。 

    それでは、議案第１号から議案第５号までの全議案、全会一致で可決されました。 

    あと委員長報告で特記することがございませんか。 

             〔「ないです」と言う者あり〕 

             〔何事か言う者あり〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（田村せつ君） 会議を閉じます。これをもって特別委員会を閉会します。 

（午後 ３時３０分） 


